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－１－ 

五 戸 町 議 会 第 ９ 回 定 例 会 会 議 録 

 

平成２８年１２月 ８日  開会 

平成２８年１２月１３日  閉会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 町長提出議案件名 

 議案第 ９２号 青森県市町村総合事務組合規約の変更について 

 議案第 ９３号 土地改良事業の施行について 

 議案第 ９４号 五戸町農業委員会の委員等の定数に関する条例案 

 議案第 ９５号 五戸町農用地保全条例案 

 議案第 ９６号 五戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

 一部を改正する条例案 

 議案第 ９７号 五戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

 する条例案 

 議案第 ９８号 五戸町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 議案第 ９９号 旧五戸町教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

 る条例の一部を改正する条例案 

 議案第１００号 五戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 議案第１０１号 五戸町特別参事の設置及び給与等に関する条例の一部を改正する条例案 

 議案第１０２号 五戸町町税条例の一部を改正する条例及び五戸町町税条例の一部を改正

 する条例の一部を改正する条例案 

 議案第１０３号 五戸町児童クラブ館設置条例の一部を改正する条例案 

 議案第１０４号 五戸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

 議案第１０５号 五戸町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条

 例案 

 議案第１０６号 平成２８年度五戸町一般会計補正予算（第５号） 

 議案第１０７号 平成２８年度五戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１０８号 平成２８年度五戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１０９号 平成２８年度五戸町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１１０号 平成２８年度五戸町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 



－２－ 

 議案第１１１号 平成２８年度五戸町農業集落排水処理施設事業特別会計補正予算（第２

 号） 

 議案第１１２号 平成２８年度五戸町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１１３号 平成２８年度五戸町住宅用地造成事業等特別会計補正予算（第１号） 

 議案第１１４号 平成２８年度五戸町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１１５号 平成２８年度五戸町病院事業会計補正予算（第２号） 

（以上２４件１２月８日提出） 

 議案第１１６号 教育委員会委員の任命について 

（以上１件１２月１３日提出） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 議員提出議案件名 

 議会案第 ３ 号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書案 

（以上１件１２月８日提出） 



－３－ 

五 戸 町 議 会 第 ９ 回 定 例 会 会 議 録   第 １ 号 

 

五戸町告示第９８号 

  五戸町議会第９回定例会を平成２８年１２月８日五戸町役場議場に招集する。 

    平成２８年１１月２４日 

五戸町長 三 浦 正 名 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議   事   日   程        第 １ 号 

平成２８年１２月８日（木曜日）午前１０時開議 

第 １  会議録署名議員の指名について 

第 ２  会期の決定について 

第 ３  議案第９２号から議案第１１５号まで 

（町長提出、提案理由説明） 

第 ４  議会案第３号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書案 

（若宮佳一議員外５名提出） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 本日の会議に付した事件 

 日程第 １  会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２  会期の決定について 

 日程第 ３  議案第９２号から議案第１１５号まで 

（町長提出、提案理由説明） 

 日程第 ４  議会案第３号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書案 

                             （若宮佳一議員外５名提出） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 応招議員  １８名 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 出席議員  １７名 

議 長 和 田 寛 司 君 副 議 長 大久保   均 君 

３ 番 川 﨑 七 洋 君 ４ 番 鈴 木 隆 也 君 

６ 番 豊 田 孝 夫 君 ７ 番 髙 山 浩 司 君 
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８ 番 大 沢 義 之 君 ９ 番 若 宮 佳 一 君 

１ ０ 番 尾 形 裕 之 君 １ １ 番 松 山 泰 治 君 

１ ２ 番 大 沢   博 君 １ ３ 番 川 村 浩 昭 君 

１ ４ 番 沢 田 良 一 君 １ ５ 番 古 田 陸 夫 君 

１ ６ 番 三 浦 專治郎 君 １ ７ 番 柏 田 雅 俊 君 

１ ８ 番 三 浦 俊 哉 君   

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 欠席議員  １名 

     ５  番  大久保 和 夫 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 事務局出席職員氏名 

事 務 局 長 川 﨑 貢 義 君 調 査 班 長 櫻 井 篤 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 説明のため出席した者の職氏名 

町 長 三 浦 正 名 君 副 町 長 鳥谷部 禮三郎 君 

総 務 課 長 佐々木 万 悦 君 企 画 振 興 課 長 小 村 一 弘 君 

企 画 振 興 課 
地方創生推進室長 沢 向 満 雄 君 税 務 課 長 金 子 尚 弘 君 

福 祉 保 健 課 長 鈴 木 裕 之 君 住 民 課 長 酒 井 正 志 君 

農 林 課 長 畑 山 敦 夫 君 建 設 課 長 山 下   淳 君 

会 計 管 理 者 中川原 光 亮 君 総合病院事務局長 服 部   勤 君 

教 育 委 員 会    

委 員 長 新井田 長 吉 君 教 育 長 髙 橋 正 之 君 

教 育 課 長 佐々木   啓 君   

農 業 委 員 会    

会 長 三 浦 房 雄 君 事 務 局 長 齊 藤 武 美 君 

選挙管理委員会    

委 員 長 金 澤 孝 吉 君   
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代 表 監 査 委 員 中川原 美智子 君   

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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午前１０時 開議 

○議長（和田寛司君） これより本日をもって招集されました五戸町議会第９回定例会を開会

いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしたとおりであります。 

  「諸般の報告」は、お手元に配付いたしておりますから、朗読は省略させていただきます。 

〔諸般の報告（１６） 巻末掲載〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において大沢博議員、川村浩昭

議員及び沢田良一議員を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、本日から12月13日までの６日間といたしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日から12月13日までの６日間と決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 日程第３「議案第92号から議案第115号まで」の24件を一括して議題

といたします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

〔町長 三浦正名君 登壇〕 

○町長（三浦正名君） 本日ここに、五戸町議会第９回定例会を招集いたしましたところ、議

員各位には御多用の中を御出席いただきまして、厚くお礼申し上げます。 

  提出議案の説明に入る前に、町政の諸般の概要について御報告申し上げます。 

  始めに、農作物の作柄概況についてであります。 

  今年の気象状況は、春先から気温が高めに推移しましたがその後は、雨の少ない時期や長
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雨の時期があり、さらには８月下旬に立て続けに台風が来襲するなど天候不順の年となりま

した。農家の皆様は、農作物の栽培管理に御苦労されたものと思います。そうした中でも、

水稲の作柄指数は104の「やや良」となるなど、農作物全般的には、ほぼ平年並みの作柄と

なっておりますが、台風の影響を受けた作物は、ほ場によっては品質の低下が著しい個所も

あり、収量の減少が大きい農家もあるものと思っております。 

  米価については、昨年に引き続き全国的に飼料用米への転作が進んだことから、価格が上

昇しました。概算金は、一昨年からの大幅な下落からは２年連続で回復しておりますが、以

前の水準には達しておらず農家の稲作経営は、依然として厳しい状況にあるものと認識して

おります。 

  りんごについては、春先から平年並みの生育で推移し、７月の強風では一部の園地で落下

の被害もありましたが、主力のふじについては、平年並みの肥大・熟度となっております。 

  ながいもについては、全般的にやや小ぶりの生育となっております。そうした中で、台風

による強風と大雨により、つる切れや穴落ちがあったほ場では、品質が著しく低下している

個所も見受けられます。 

  農業用施設等の台風災害については、農道や用排水路など32か所についての復旧工事が完

了・発注済みとなっております。予算については、９月定例議会において補正予算を編成さ

せていただいておりましたが、その後に被害が確認された個所も出てきているため、予算不

足で発注できていない個所もあり、今定例会で予算の追加をお願いしているところです。 

  つぎに教育委員会関係についてでございますが、まず、昨年度からの継続事業として行っ

ているひばり野公園駐車場拡張工事を、４月末に完成しております。 

  次に、サッカー場管理棟建設工事についてですが、１階を倉庫、２階を大会本部、会議室

及び放送設備を設置することにより円滑な大会運営を行うことができるように、８月の東北

総合体育大会サッカー競技会議開催にあわせて、７月末に完成しております。 

  倉石スポーツセンターでは、老朽化により雨漏り被害等が拡大しているため、防水等工事

を10月末で完成しております。 

  そして、陸上競技場管理棟についてですが、観客席スタンド床面の防水工事、外装及び内

装の改修工事を、平成29年１月末完成の予定で行っております。 

  また、旧豊間内小学校施設を利活用し、町の歴史民俗資料保管展示施設とする事業につき

ましては、建物の改修工事を平成29年１月完成予定で進めております。平成29年度には、展

示関係等工事の完成を予定しており、平成30年度開館に向けて進めているところでございま
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す。 

  それでは、これより提出議案の概要について御説明申し上げます。 

  議案第92号は、平成29年４月１日から共同処理する事務のうち市町村税等の滞納整理に関

する事務にむつ市を加えることから、青森県市町村総合事務組合規約の一部を変更する必要

が生じたので、地方自治法第286条第１項及び同法第290条の規定に基づき、議会の議決を要

するため提案するものであります。 

  議案第93号は、平成28年８月17日の台風７号、８月22日の台風９号及び８月30日の台風10

号により被災を受けた農業用施設の災害復旧事業を行うため提案するものであります。 

  議案第94号は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、五戸町農業委員会の委員及

び農地利用最適化推進委員の定員を定めるため提案するものであります。 

  議案第95号は、農用地等の土地利用に関して必要な事項を定めることにより、秩序ある土

地利用調整を推進し、魅力ある農村づくりに資するとともに町の振興を図るため提案するも

のであります。 

  議案第96号は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農地利用最適化推進委員の

新設などにより、所要の改正を提案するものであります。 

  議案第97号は、五戸町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例案であります。 

  議会議員の期末手当の支給割合を改めるため提案するものであります。 

  議案第98号は、五戸町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例案であります。 

  町長等の期末手当の支給割合を改めるため提案するものであります。 

  議案第99号は、旧五戸町教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例案であります。 

  教育長の期末手当の支給割合を改めるため提案するものであります。 

  議案第100号は、五戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案であります。 

  青森県人事委員会から職員の給与に関する報告及び勧告に伴い、職員の給料表及び期末・

勤勉手当の支給割合及び扶養手当の支給要件を改めるため提案するものであります。 

  議案第101号は、五戸町特別参事の設置及び給与等に関する条例の一部を改正する条例案

であります。 

  特別参事の期末手当の支給割合を改めるため提案するものであります。 

  議案第102号は、五戸町町税条例の一部を改正する条例及び五戸町町税条例の一部を改正
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する条例の一部を改正する条例案であります。 

  地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要が生じたため提案するものでありま

す。 

  議案第103号は、五戸町児童クラブ館設置条例の一部を改正する条例案であります。 

  又重児童クラブ館及び中市児童クラブ館の廃止により、所要の改正を提案するものであり

ます。 

  議案第104号は、五戸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案であります。 

  所得税法等の一部改正に伴い、所要の改正をするため提案するものであります。 

  議案第105号は、五戸町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条

例であります。 

  消防団員の適正な人材確保の観点から、所要の改正をするため提案するものであります。 

  議案第106号は、平成28年度五戸町一般会計補正予算であります。 

  歳入歳出それぞれ２億6,187万円を追加し、その結果、予算総額は96億4,280万２千円とな

るものであります。 

  歳出の主なるものは、２款総務費では、一般職及び再任用職員の給料1,755万３千円、退

職手当組合負担金772万８千円等を追加するものであります。 

  ３款民生費では、臨時福祉給付金7,500万円、更生医療給付費760万円、国民健康保険特別

会計繰出金7,851万円等を追加、介護保険特別会計繰出金340万円等を減額するものでありま

す。 

  ４款衛生費では、がん検診業務委託料643万３千円等を追加するものであります。 

  ６款農林水産業費では、融資主体型補助金550万７千円等を減額するものであります。 

  ８款土木費では、町道維持・舗装修繕工事費2,610万円等を追加、下水道事業特別会計繰

出金773万４千円等を減額するものであります。 

  ９款消防費では、五戸消防署整備工事費2,692万１千円等を追加するものであります。 

  11款災害復旧費では、農業用施設災害復旧工事費580万６千円、河川災害復旧工事費1,450

万円等を追加するものであります。 

  これらの財源は、国庫支出金、繰入金及び町債等を充当するものであります。 

  議案第107号は、平成28年度五戸町後期高齢者医療特別会計補正予算であります。 

  歳入歳出それぞれ142万７千円を追加し、その結果、予算総額は４億2,183万３千円となる

ものであります。 
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  歳出の主なるものは、療養給付費定率市町村負担金171万９千円等を追加するもので、財

源は繰越金等を充当するものであります。 

  議案第108号は、平成28年度五戸町国民健康保険特別会計補正予算であります。 

  歳入歳出それぞれ2,410万７千円を減額し、その結果、予算総額は27億2,139万４千円とな

るものであります。 

  歳出の主なるものは、一般被保険者高額療養費3,406万円等を追加、一般被保険者療養給

付費2,902万９千円等を減額するもので、財源は国庫支出金、療養給付費交付金、前期高齢

者交付金、共同事業交付金、繰入金及び繰越金等を充当するものであります。 

  議案第109号は、平成28年度五戸町介護保険特別会計補正予算であります。 

  歳入歳出それぞれ１億459万７千円を追加し、その結果、予算総額は23億3,577万４千円と

なるものであります。 

  歳出の主なるものは、施設介護サービス給付費3,431万１千円等を追加、介護予防サービ

ス給付費1,465万３千円等を減額するもので、財源は繰入金及び繰越金を充当するものであ

ります。 

  議案第110号は、平成28年度五戸町下水道事業特別会計補正予算であります。 

  歳入歳出それぞれ326万円を減額し、その結果、予算総額は４億519万５千円となるもので

あります。 

  歳出の主なるものは、水道施設等移設補償費150万円等を減額するもので、財源は繰越金

及び諸収入等を充当するものであります。 

  議案第111号は、平成28年度五戸町農業集落排水処理施設事業特別会計補正予算でありま

す。 

  歳入歳出それぞれ16万６千円を追加し、その結果、予算総額は１億1,602万７千円となる

ものであります。 

  歳出の主なるものは、消費税及び地方消費税43万８千円等を追加、下水道事業債償還利子

49万３千円を減額するもので、財源は繰越金等を充当するものであります。 

  議案第112号は、平成28年度五戸町簡易水道事業特別会計補正予算であります。 

  歳入歳出それぞれ41万７千円を追加し、その結果、予算総額は１億5,451万３千円となる

ものであります。 

  歳出の主なるものは、消費税及び地方消費税42万４千円等を追加するもので、財源は繰越

金等を充当するものであります。 
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  議案第113号は、平成28年度五戸町住宅用地造成事業等特別会計補正予算であります。 

  歳入歳出それぞれ626万３千円を追加し、その結果、予算総額は1,042万５千円となるもの

であります。 

  歳出の主なるものは、一般会計繰出金626万３千円を追加するもので、財源は繰越金等を

充当するものであります。 

  議案第114号は、平成28年度五戸町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算であります。 

  歳入歳出それぞれ231万９千円を追加し、その結果、予算総額は3,058万３千円となるもの

であります。 

  歳出の主なるものは、ケーブルテレビ事業基金積立金231万９千円を追加するもので、財

源は繰越金を充当するものであります。 

  議案第115号は、平成28年度五戸町病院事業会計補正予算であります。 

  まず、収益的収入及び支出でありますが、収入は病院医業収益の入院・外来収益3,204万

３千円を減額し、総額29億2,150万７千円といたしました。 

  支出は、2,924万２千円を減額し、総額29億1,808万６千円といたしました。 

  支出の内訳ですが、病院医業費用1,527万９千円、健診センター医業費用1,399万３千円を

減額し、川内診療所医業費用３万円を追加するものでございます。 

  資本的収入及び支出は、収入について補正額はなく、支出は建設改良費として、病院器械

備品費188万９千円を追加し総額を４億4,569万３千円とするもので、収支差引き不足額１億

8,781万８千円は、損益勘定留保資金で補てんするものであります。 

  以上、提出議案の概要について御説明申し上げましたが、細部につきましては御審議の段

階で補足いたしたいと存じますので、よろしく御審議の上、原案のとおり御決定くださいま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

〔町長 三浦正名君 降壇〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 日程第４「議会案第３号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求

める意見書案」を議題といたします。 

  提案者を代表して、柏田雅俊議員から提案理由の説明を求めます。 

〔１７番 柏田雅俊君 登壇〕 

○１７番（柏田雅俊君） ただいま、議題となりました「議会案第３号」について、提案理由

の説明を行います。 



－１２－ 

  説明は、お手元に配付されております意見書の案文の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

  それでは、案文を朗読いたします。 

―――――――――――  ――――――――――――――  ――――――――――― 

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書 

  地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まり

が求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっ

ている。 

  また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められて

いる。 

  しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が減少

し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大きな問

題となっている。 

  こうした中、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることが、議員を志す新

たな人材確保につながっていくと考える。 

  よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の

厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成28年12月８日 

青森県五戸町議会 

―――――――――――  ――――――――――――――  ――――――――――― 

  以上、提出議案について御説明申し上げましたが、御審議の上、原案のとおり御決定くだ

さいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

〔１７番 柏田雅俊君 降壇〕 

○議長（和田寛司君） これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております「議会案第３号」については、会議規則第39条第３項の規
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定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 異議なしと認めます。 

  よって、「議会案第３号」については、委員会の付託を省略することに決定しました。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  「議会案第３号」は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 異議なしと認めます。 

  よって、「議会案第３号」は、原案のとおり可決されました。 

  ただいま可決されました「議会案第３号」の意見書の提出については私に一任願いたいと

思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） お諮りいたします。 

  明９日は、議案調査等のため休会といたしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 異議なしと認めます。 

  よって、明９日は休会とすることに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

  来る12月12日は午前10時から本会議を開きます。 
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  本日はこれをもって散会いたします。 

午前１０時２６分 散会 
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五 戸 町 議 会 第 ９ 回 定 例 会 会 議 録   第 ２ 号 

 

議   事   日   程        第 ２ 号 

平成２８年１２月１２日（月曜日）午前１０時開議 

第 １  一般質問について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 本日の会議に付した事件 

 日程第 １  一般質問について 

           （鈴木隆也君、尾形裕之君、川﨑七洋君、豊田孝夫君の各議員） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 出席議員  １８名 

議 長 和 田 寛 司 君 副 議 長 大久保   均 君 

３ 番 川 﨑 七 洋 君 ４ 番 鈴 木 隆 也 君 

５ 番 大久保 和 夫 君 ６ 番 豊 田 孝 夫 君 

７ 番 髙 山 浩 司 君 ８ 番 大 沢 義 之 君 

９ 番 若 宮 佳 一 君 １ ０ 番 尾 形 裕 之 君 

１ １ 番 松 山 泰 治 君 １ ２ 番 大 沢   博 君 

１ ３ 番 川 村 浩 昭 君 １ ４ 番 沢 田 良 一 君 

１ ５ 番 古 田 陸 夫 君 １ ６ 番 三 浦 專治郎 君 

１ ７ 番 柏 田 雅 俊 君 １ ８ 番 三 浦 俊 哉 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 欠席議員  な し 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 事務局出席職員氏名 

事 務 局 長 川 﨑 貢 義 君 調 査 班 長 櫻 井 篤 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 説明のため出席した者の職氏名 

町 長 三 浦 正 名 君 副 町 長 鳥谷部 禮三郎 君 

総 務 課 長 佐々木 万 悦 君 企 画 振 興 課 長 小 村 一 弘 君 
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企 画 振 興 課 
地方創生推進室長 

沢 向 満 雄 君 税 務 課 長 金 子 尚 弘 君 

福 祉 保 健 課 長 鈴 木 裕 之 君 住 民 課 長 酒 井 正 志 君 

農 林 課 長 畑 山 敦 夫 君 建 設 課 長 山 下   淳 君 

会 計 管 理 者 中川原 光 亮 君 総合病院事務局長 服 部   勤 君 

教 育 委 員 会    

委 員 長 
職 務 代 理 者 

三 浦 芳 保 君 教 育 長 髙 橋 正 之 君 

教 育 課 長 佐々木   啓 君   

農 業 委 員 会    

会 長 三 浦 房 雄 君 事 務 局 長 齊 藤 武 美 君 

選挙管理委員会    

委 員 長 金 澤 孝 吉 君   

代 表 監 査 委 員 中川原 美智子 君   

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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午前１０時 開議 

○議長（和田寛司君） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしたとおりであります。 

  「諸般の報告」は、お手元に配付いたしておりますから、朗読は省略させていただきます。 

〔諸般の報告（１７） 巻末掲載〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 日程第１「一般質問」を行います。 

  最初に、鈴木隆也議員の質問を許します。 

  質問方式は一問一答です。 

  鈴木隆也議員。 

〔４番 鈴木隆也君 登壇〕 

○４番（鈴木隆也君） 皆様、おはようございます。 

  議席番号４番、鈴木隆也でございます。 

  議長のお許しを得ましたので、通告書に従いまして質問いたします。 

  このたび質問いたしますことは、来年度、平成29年度予算についてであります。 

  ことしも残すところあとわずかとなり、来年度の五戸町の展望が気になる時期でもござい

ます。お聞きしたところによりますと、本日が各担当課からの来年度の予算要求の期限だそ

うでございまして、まだ予算として確定しているものはない状況ではありますが、来年度の

展望を少しでも明らかにしたいと思いますので、次の４点をお聞きします。 

  まず１点目は、来年度の政策の重点事項についてであります。 

  三浦町長は平成27年６月にさまざまな公約を掲げられ、見事御当選なされました。それか

ら２度目の新年度を迎えるわけですが、その公約実現を踏まえた、五戸町をより住みよい町

にするための来年度の政策の重点事項をお聞きします。 

  次に、２点目として、予算規模などの予算の骨格についてお聞きします。 

  今年度、平成28年度の一般会計の当初予算は89億円余りであり、前年度比0.2％増のほぼ

横ばいといえるものでございました。歳入の中身を見ますと、自主財源はわずか２割に満た

ず、大部分が地方交付税を主なものとした依存財源であります。来年度も自主財源について

は、額も、全体に占める割合も大幅な増加をなかなか期待できない上に、依存財源の地方交

付税等も今年度と同程度か、または若干の減額が見込まれます。このような大変厳しい財政

状況下での来年度予算の規模や予算の骨格をお聞きします。 
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  次に、３点目として、継続して行われる主な事業の予算とそれぞれの進捗状況についてお

聞きします。 

  現在、五戸町では平成27年に策定したまち・ひと・しごと創生総合戦略の５カ年の実施計

画に基づいて、さまざまな政策、事業が進行中であります。その五戸町まち・ひと・しごと

創生総合戦略の完遂こそが、住みよい五戸町をつくるための必須条件だと考えられます。そ

こで、継続して行われる主な事業の予算と、現在の進捗状況をお聞きします。 

  最後に、４点目として、来年度の主な新規事業についてお聞きします。 

  先ほど来申しますように、現在は創生総合戦略の実施計画に従って継続中の事業がほとん

どなわけでございますけれども、当然、五戸町のためにぜひやらなければならないという新

たな事業があると思われます。現在計画している来年度の新規事業の概要をお聞きします。 

  以上でございます。 

〔４番 鈴木隆也君 降壇〕 

○議長（和田寛司君） 三浦町長。 

〔町長 三浦正名君 登壇〕 

○町長（三浦正名君） 鈴木議員の御質問にお答えいたします。 

  平成29年度の予算編成に対する基本方針についてという御質問でありますが、まず、新年

度の予算編成に当たっては、町の財政に影響を及ぼす日本国内の経済状況と地方財政計画の

見通しについて申し上げたいと思います。 

  まず、日本国内の経済状況でありますが、雇用、所得の改善により、民間消費、民間住宅

消費などの国内総生産は増加見通し、また国民総所得においても、訪日海外旅行者数の増加

などにより増加、国際収支も原油価格下落の効果により貿易収支は黒字になる見込みとなっ

ております。しかしながら、国内の経済状況とは違って、地方の歳入の大宗を占める地方交

付税の平成29年度の概算要求でありますが、財源総額は平成28年度の水準から4.4％程度減

少すると見込まれております。 

  地方交付税の減少は、人口減少が最も大きな要因となっておりますが、さらに特別交付税

についても、ことしの九州熊本地震や岩手県の大雨災害等の災害復旧事業により減少するも

のと見込まれております。 

  五戸町においても、少子高齢化と人口減少等により、町税収入の増加は期待しにくいこと、

また、交付税についても合併算定がえなどでさらに減少することが確実であり、一般財源に

ついては前年度当初予算の確保はかなり厳しい状況にあります。 
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  このように、相変わらず自主財源の乏しいなかではありますが、これまでと同様に最少の

経費で最大の効果を基本とし、全般にわたり事業の点検及び評価を行い、歳出の抑制に努め

ながらも、第２次五戸町総合振興計画に掲げる少子高齢化への総合的な取り組みと、魅力あ

る地域づくりの施策を展開していく所存であります。 

  御質問にありました、１点目の平成29年度の政策の重点事項についてでありますが、本年

度に引き続き、五戸町まち・ひと・しごと創生総合戦略の実施計画に掲げている施策が最も

主要なものとなります。まち・ひと・しごと創生総合戦略では、進む少子高齢化に対応する

ため、移住定住促進対策、少子化対策、産業雇用対策、地域づくりなど、多方面にわたる事

業を実施するものであります。 

  御質問のありました２点目の予算規模と予算の骨格事項につきましては、まだ予算要求の

取りまとめの段階でありますが、普通会計の予算規模は人件費、扶助費、維持修繕費などの

増が見込まれ、前年度当初予算よりやや増額となる見通しであります。今後、建設事業等が

確定していくことにより、さらに増額となることも予想されます。 

  また、御質問の３点目であります、継続して行われる主な事業の予算と進捗状況でありま

すが、総務課関係では、五戸消防署の移転新築事業について、現在のところ接道工事、外構

工事等を実施しておりますが、29年度に予定しております本工事については、八戸地域広域

市町村圏事務組合が実施するもので、予算規模はおおよそ８億8,000万円ほどの負担金計上

となる見込みであります。 

  地方創生推進関係では、町の駅整備促進事業において、今年度は協議会を設立し、整備に

向けて視察や協議を進めてまいりましたが、29年度は28年度予算を繰り越しして基本構想策

定業務を実施する予定であります。また、27年度から実施しております子育てアパート入居

費助成事業は29年度も継続し、40世帯分、960万円の予算計上を予定しております。 

  農林課関係でありますが、経営体育成基盤整備事業として計画されております粒ケ谷地地

区圃場整備事業では、本年度は測量設計調査費の負担金を計上し、県の発注により実施中で

ありますが、29年度は整備後の水田の換地計画を作成する予定となっており、事業費の10％

である500万円の負担金を計上し、平成30年度からの工事予定となっております。同様に、

県営事業である通作条件整備事業の園芸試験場線の改修事業では、本年度は事業採択のため

の測量等の調査委託を行っておりますが、29年度は実施設計費として1,400万円を計上する

予定となっております。また、中山間地域総合整備事業を実施するため、農村振興基本計画

の策定を委託しておりますが、29年度には中山間地域総合整備事業として実施箇所を選定し、
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事業採択のための調査費として400万円を計上の予定となっております。 

  建設課関係では、ひばり野団地建設事業のうち最後の団地集会所の建設工事及び外構工事

等が8,200万円、橋梁関係では大森佐野線の佐野橋の橋梁補修工事が4,500万円、延長が15メ

ートル未満の橋梁39カ所の橋梁定期点検及び長寿命化修繕計画の策定業務が1,500万円など

であります。 

  教育課関係でありますが、本年度改修工事を実施してまいりました旧豊間内小学校整備で

は、29年度は展示室の展示業務委託を実施するため8,700万円の予算計上となります。 

  最後に、御質問の４点目であります。 

  主な新規事業でありますが、福祉保健課関係では、新たな健康づくりの取り組みとして、

健康寿命アップ事業を実施する予定となっております。 

  農林課関係では、青年就農ステップアップ支援金給付事業を予定しております。こちらは、

国の給付金が終了した就農者への給付事業については28年度から実施しておりますが、29年

度では、さらに国の制度の対象から漏れた新規青年就農者に対し、町独自で給付する新規事

業を実施する予定としております。 

  また、建設課関係では、倉石又重北向地区の簡易水道管路布設延伸工事４カ年事業に着手。

公共下水道事業経営戦略策定業務委託、農業集落排水事業、経営戦略策定業務委託、公共下

水道基本計画及び全体計画の見直し調査業務、１級町道の五戸志戸岸線5.6キロ舗装修繕工

事７カ年事業に着手を予定しております。 

  以上であります。 

〔町長 三浦正名君 降壇〕 

○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） 御答弁ありがとうございました。 

  大変事細かく多岐にわたりまして御説明いただいたわけですけれども、余りにも私の能力

を超えてたくさんの情報が入ってまいりましたので、一つずつ整理をしながら再度質問させ

ていただきます。 

  １点目の来年度の政策の重点事項についてですが、少子高齢化を食いとめるために、移住

定住促進対策や少子化対策などに重点を置くということでございました。これらの政策は、

私の３つ目の質問の御答弁にありました各担当課の来年度も継続して行われる事業に反映さ

れていると思いますので、後ほどこれらを含め、そちらでお聞きしたいと思います。 

  ２点目の予算規模と予算の骨格についてでありますが、御答弁では人件費、扶助費などが
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増加して、前年度よりもやや増額になるとの見通しを立てておられるようです。そうなりま

すと、地方交付税が4.4％減少するなどして、前年度当初予算の確保はかなり難しいとあわ

せて分析されておりますが、その不足分をどのように穴埋めするお考えでしょうか。安易に

事業を縮小することは当然望ましくありませんし、財政調整基金などの基金をも取り崩した

くありません。当然、町の借金がふえることは最大限避けるべきだと考えられます。町長、

いかがお考えでしょうか。 

○議長（和田寛司君） 三浦町長。 

○町長（三浦正名君） 来年度予算、いろいろな経費も若干ふえるだろうと、そういう中で、

国の地方交付税が削減される予想を立てております。ですから、平成28年度よりもかなり厳

しい予算編成になるのかなと思っておりますけれども、ただ、いろんな事業を抱えておりま

す。新規事業だけではなくて継続事業もございます。これを途中でやめるとかそういうこと

はするつもりはございません。特に総合戦略、これは５カ年計画ということで、国からもぜ

ひ全国の市町村がやってくれということで、町もそのとおりだということで実施しておりま

すけれども、平成27年度からスタートして、そして５カ年ですから、あと３年ちょっとまだ

期間があるわけであります。その中で、町として掲げている事業については、町民に御迷惑

をかけないように、これは確実に実行していくつもりです。 

  その中で、鈴木議員からは、基金の取り崩しもしないようにというようなことがございま

したが、私とすれば、現在町の基金、約36億円ぐらいございます。10年ぐらい前から比べる

とかなり基金はふえております。たしか10年ぐらい前は基金の総額が約５億円ぐらい。ただ、

実際使える金というのは約4,000万円ぐらいしかなかったと、そういう時代でございました

が、現在は先ほど言ったとおり36億円の基金があって、その中で使える、ある程度自由に使

える基金が約30億円ぐらいございます。 

  ですから、この総合戦略の事業を達成するためには、私は多少の基金の取り崩しもやむを

得ないのではないかと思っております。また、ただその全てを、全部の基金を使い切るとか

そういうことではございません。若干の取り崩しもあり得るのかなと思っております。 

  ただし、これは先ほど来申し上げていますとおり、総合戦略の５カ年計画が終了した時点

で、その以降は、これはまた見直しをかけなければならないと思っております。といいます

のも、確かに町の財政状況もございますけれども、国から大体どれぐらいの交付税が、減る

のかふえるのか、全く今の時点ではわかりません。ですから、今の段階でその総合戦略５カ

年計画が終了した時点以降の話はできませんけれども、ただ、いずれにしても見直しはしな
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ければならないと、そう思っておりますので、そういう姿勢で今後臨みたいと思っておりま

す。 

○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） どうもありがとうございます。 

  30億円余りある基金を有効に使われて、その５カ年の総合戦略を無事完遂する御意志がお

ありと言うことで、ぜひ明るい五戸町ができるような、そういう予算組みをしていただけれ

ばと思っております。 

  次に、３点目の継続して行われる主な事業についての質問でありましたが、まず総務課関

係では、五戸町消防署の移転新築事業が挙げられました。私ども数回の議員全員協議会で、

その新築のどのような消防署ができるかいろいろ御説明をいただきましたが、広域消防事務

組合の意向で建設地が決定し、現在着々と工事が進んでおります。残念なことに、出入り口

に隣接する道路の縦断勾配がよろしくない、坂がきついということで、当初予定していたよ

りも接道工事が必要になってしまい、若干の事業費が膨らんだわけであります。残念ではあ

りますがいたし方ないとしても、事業費の膨張は何とか回避したいところでございます。 

  29年度には、本工事に向けて８億8,000万円程度が予算計上されるということでございま

すが、事業途中での、これより事業費がふえてしまうという、そういう危惧はございません

でしょうか。 

○議長（和田寛司君） 佐々木総務課長。 

○総務課長（佐々木万悦君） 鈴木議員の御質問でございますけれども、冒頭に町長がお答え

しましたように、広域の本工事については八戸広域のほうで実施することで、町は負担金と

いうことで計上することになるわけでございますが、これについては、当然町の当初予算で

予算を見なければいけないものでございます。広域とも協議しておりますが、負担金として

膨らむということがないようにということで、昨年度から協議をしております。 

  町の起債等もございます。この起債については合併特例債を主に充当すると、不足につい

ては過疎債を利用するというふうに考えておりましたけれども、合併特例債について、ちょ

っと再度試算いたしましたところ、発行済みが今46億円ほどでございます。起債の発行可能

額が55億円で、今精査しましたらあと９億円ほど特例債のほうが使えるということがわかり

ました。８億8,000万円ほどの負担金の予定でございますので、この合併特例債で対応する

ことが可能かと思っております。また、実際には入札と言うことになりますので、入札にな

れば当然入札減ということになろうかと思います。そういうことで対応していきたいという
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ふうに考えております。 

○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） 合併特例債の９億円を、その８億8,000万円予算計上されるものに充

てるということでございました。また、入札が行われれば８億8,000万円よりも減少するの

ではないかという試算、お考えを示していただきました。ありがとうございます。ぜひ経過

を注視されて、事業費が大幅に増加することなく、町民の安心・安全を守る中心的な役割の

消防署が期日どおり完成することをお願いいたします。 

  次に、地方創生室関係ですが、町の駅整備促進事業であります。 

  私は、前回、前々回と一般質問でこの事業について質問いたしました。なかなか建設地が

決まらないということでございました。協議会を立ち上げるなどして、さまざまなアプロー

チで建設地を模索しているわけですが、なかなか議論が前進しない状況でございます。それ

でも来年度は基本構想を策定するということで、何とか早い段階で建設地を決定していただ

き、最も重要である施設の中身の議論に移行することを要望いたします。 

  地方創生室関係では、もう一つ、子育てアパート入居費助成事業が挙がりました。事業の

内容をもう一度確認したいのですけれども、夫婦どちらかが40歳未満の世帯で民間のアパー

トを借りる場合、最大月額２万円を助成するというものでよろしいでしょうか。 

○議長（和田寛司君） 沢向企画振興課地方創生推進室長。 

○企画振興課地方創生推進室長（沢向満雄君） 鈴木議員のおっしゃるとおりでございます。

今年度は４月から９月までの上半期の対象申込者につきましては、37件ほどありました。前

年度は33件でしたので、４件の増となっております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） 室長のほうにはいろいろ丁寧に現在の状況までお答えしていただき、

ありがとうございます。 

  事業の内容は夫婦どちらかが40歳未満の世帯であって、民間のアパートを借りる場合月額

２万円を助成するものということであります。 

  この事業、大変オリジナリティーがあって、三浦町長の選挙公約を実現するものでありま

す。さらに、子育て支援が充実するだけでなく、ＵＩＪターンされる子育て世帯がとりあえ

ずアパートに住もうとなった場合、大変ありがたいものであり、ＵＩＪターンの推進につな

がるのではないかと期待しております。 
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  しかし、アパートを借りる場合だけ２万円の助成を受けられるということであって、例え

ばローンを組んで一戸建ての住宅を購入された子育て世帯には当然適用されません。また、

納税者の平等性を考えると何だか腑に落ちない点もございます。また、助成金の金額がこの

まま給付を進めていきますと、どんどん事業費が膨れる一方だと懸念されるわけですが、制

度面の見直し等どのようにお考えでしょうか。 

○議長（和田寛司君） 沢向企画振興課地方創生推進室長。 

○企画振興課地方創生推進室長（沢向満雄君） 今後につきましては、効果及び、それからあ

と財源等を検討し、将来どのような形が町にとってこれからいいかということを検討してま

いりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） 今後、検討なさるということで、給付型の助成事業では町の予算とい

うものが大変限られてまいります。五戸町は現在、出産祝い金であったり、児童手当、中学

生までの入通院費無料化、多子世帯へのプレミアム商品券の配付など、それに加えて、私、

今挙げております子育てアパート入居費の助成事業など、子育てをする上では大変環境の整

った五戸町ではありますけれども、そのお金の使い方をしっかり考えながら今後進めていか

なければ、町全体の負担が大きくなる可能性があると考えます。住民の声を拾っていただき、

よりよい事業になるように、少しずつ変化していくように要望いたします。 

  次に、農林課関係です。 

  粒ケ谷地の圃場整備事業、園芸試験場性能改修事業を継続して進められるということでご

ざいました。これらは、地域づくりや営農環境の改善などの面からしても大変意義のある事

業だと思いますので、ぜひ順調に進展していただきたいと考えております。 

  農林課関係で私が特に注視したいのが、中山間地域総合整備事業であります。来年度は、

この事業を実行に移すための農村振興基本計画をもとに、事業の実施箇所を選定し、それが

採択されるかの調査を行うということでございました。 

  中山間地域総合整備事業は、農業の生産条件が悪かったり、道路が狭いなどの生活環境整

備がおくれたりしている中山間地域のそれらを整備し、活性化を図るというものであり、事

業が採択されますと、地元負担割合は15％で、財政が潤沢であるとは言えない五戸町にとっ

ては大変ありがたい国の事業であります。一日も早い事業の開始が望まれるわけですが、実

施までのプロセスを踏まえて、最短で何年度から実施できるのかお答えいただきたいと思い
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ます。 

○議長（和田寛司君） 畑山農林課長。 

○農林課長（畑山敦夫君） お答えいたします。 

  町長の答弁でもありましたとおり、今年度は農村振興基本計画を策定しております。こち

らは、２月ごろに国のヒアリングを受けて３月には作成、提出というスケジュールで、その

とおり進んでおります。 

  これによりまして、この中で、農村振興基本計画の委託の中で、中山間総合整備事業の要

件であります、川内地区が今回、今回というか、町全体が過疎地域になったということで、

あちらの地区も含めた形の中山間総合整備事業ができるということになりましたので、あち

らの地区の林野率及び傾斜率も、今のこの基本計画の中で委託して区域を決めることとして

おります。なかなか全域が現段階で対象となるような見込みにはなっておりませんが、その

区域の設定の仕方を研究して、幾らかでもその対象区域を大きくしようと今計画中でありま

す。 

  それをもちまして、来年度から中山間総合整備事業のほうに町としては取りかかるわけで

すが、来年度につきましては、事業の採択に向けての調査、測量ということになります。こ

ちらにつきましては、生活環境整備分につきましては町が負担する、それから生産基盤整備

分については県が負担するという制度になっておりますので、来年度、町としては生活環境

整備分として400万円を計上する予定としております。 

  それで、来年度採択されますと平成30年度にはそれぞれの、道路だったら路線、水路だっ

たら水路の実施計画を作成いたします。そして、平成31年度から工事に着手し、おおむね５

年間で完了するという予定ですので、平成35年までには中山間総合整備事業として工事等ま

で完了したいと考えております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） 農林課におかれましては、その事業が、事業の対象となる区域が少し

でも多くなるように研究していただいて、農道の整備、圃場の整備が進むように要望したい

と思います。 

  また、この事業では、今申しました道路であったり圃場の整備のほかに、飲用水施設を整

備できる、そういうシステムがあると聞いております。私の知るところでは、五戸町には上

水道が引き込まれず、各家庭で井戸を掘って飲用水を確保している地域がございます。当町
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でもこの事業を適用して上水道を引き込むなどの飲用水施設の整備を進めることは可能でご

ざいますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○議長（和田寛司君） 畑山農林課長。 

○農林課長（畑山敦夫君） 中山間総合整備事業の事業種類の中に、営農飲雑用水施設整備事

業という事業がありまして、こちらは家畜の飼育、園芸作物等の栽培、農産物の洗浄等を主

体とする営農飲雑用水施設を整備することができるとなっております。基本的にはそういう

営農のための施設とはなるわけですが、その水質として、飲用水としても当然使える内容で

あります。 

  実際、その制度を使って中山間整備事業で、飲雑用水で水道施設としても使える形で整備

している地区もあります。その中で、受益戸数がおおむね10戸以上の施設となっております

ので、そういう要件に合致したものであれば対象となりますが、あと八戸圏域水道企業団と

の計画との絡みもあると思いますので、具体的な地域が出てきましたら、そちらのほうとも

協議しながら実施できるかどうかということを検討していくことになると思います。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） 同じく五戸町に住んで税金を納めている、それなのに水道が引き込ま

れないという大変残念な現状を考えますと、ぜひ中山間事業という、そういう事業を使いま

して飲用水施設が整備できることを強く要望いたします。円滑にこの中山間地域総合整備事

業が採択され、実行に移せるよう、農村振興基本計画の策定とあわせて事業の展開をお願い

いたします。 

  次に、建設課関係ですが、ひばり野団地建設事業の最後となります集会所の建設や、大森

佐野線の橋の補修工事、橋梁の長寿命化修繕計画の策定などが上がりました。今年度は町道

の修繕のために予算が幾らかふえまして、傷みの激しいところから順次修繕工事が行われて

いるようであります。ぜひ、来年度も町内での均衡が保たれた社会基盤整備事業の継続をお

願いいたします。 

  教育課関係では、旧豊間内小学校の利活用を含めた郷土資料館の整備事業が進められてお

り、来年度はいよいよ心臓部ともいえる展示室の整備に移るということでございます。 

  先日の議員全員協議会で、五戸町から出土した土器などを初め、馬を中心とした農耕文化

を紹介する展示をする計画で、年間2,000人の利用者を目標とするということでございまし

た。毎年その目標を達成するには、訪れた子供たちが目を輝かせ、また行きたいと思える展
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示が必要だと考えられます。冒頭町長がおっしゃいました最少の経費で最大の効果を発揮し

なければならないと思います。展示の目玉はこれであると、ここにこだわるんだという強い

意気込みをお示しいただきたいと思います。 

○議長（和田寛司君） 佐々木教育課長。 

○教育委員会教育課長（佐々木 啓君） 鈴木議員の質問にお答えいたします。 

  旧豊間内小学校を利活用して町の歴史民俗資料館の保管展示施設とする事業につきまして、

来年度は展示室の整備を行うこととなっております。 

  それにつきまして、展示構成についてですけれども、検討委員会において展示の柱となる

テーマを示しております。その内容としまして、第１展示室には埋蔵文化財、第２展示室に

は古文書、馬具など、第３展示室においては養蚕農具など、第４展示室においては南部鉄道

と、それぞれに基づき展示の内容を作成しております。 

  その中で、第１展示室でありますけれども、縄文を中心とした土器、石器等の埋蔵文化財

の展示から始まり、体験する、触れることのできる実物の土器や、石器に触れるコーナーを

設置します。次に、第２展示室では五戸通りの絵図ですが、これがほぼ実物大の大型の絵図

を展示する予定となっております。次に、実際に騎乗できる在来馬の復元模型、馬具などを

展示する予定となっております。そして、第４展示室におきましては、南部鉄道及びバス関

係資料、大相撲巡業などの文化事業の資料などの展示となっております。 

  そして、五戸から尻内間の鉄道ジオラマを展示する計画です。これは、青森県内にはこの

ような規模の鉄道ジオラマを設置している施設はありません。当該施設の展示計画の中でも

特筆すべきものと考えております。また、中央部に映像モニターを設置し、昭和初期の五戸

小学校の体操など、当時のニュースなどと、また五戸高校のサッカー部、十勝沖地震等の映

像を作成し、上映を行う予定でございます。 

  また、活動室においては、伝統技能体験を通じた地域間交流事業によりまして、伝統技能

保存団体の活性化、活動活性、技能の継承及び地域活性化、団体活動を通したまちづくりの

促進を期待しております。申しおくれましたが、展示室とはまた別に、１階玄関正面に五戸

まつりをテーマとした小規模展示も計画しております。 

  そして先ほど鈴木議員もおっしゃいましたが、年間利用者数2,000人を目標とするという

ことでしたけれども、これは八戸市南郷歴史民俗資料館、大山ふるさと資料館、東通村歴史

民俗資料館の類似３施設を参考に算出したものでありまして、まず2,000人以上を目標とし

ていきたいと考えております。 
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  そして、施設の維持管理につきましては、カフェも含めながら指定管理制度を利用いたし

まして、地域の方々の憩いの場としての力を発揮していただきたいと考えております。 

  そして、展示整備費といたしましては、当初計画予定どおりの金額で8,700万円を予定し

ております。 

  以上でございます。 

○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） 展示の目玉、ここにこだわるんだがたくさんあるようで大変力強く思

います。ぜひ検討を重ねまして、魅力的な施設ができ上がりますようよろしくお願いいたし

ます。 

  最後になりますが、来年度に計画している新規事業ですが、農林課関係では、青年就農ス

テップアップ支援金給付事業を予定しているということでございました。この事業について

内容をもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○議長（和田寛司君） 畑山農林課長。 

○農林課長（畑山敦夫君） この青年就農ステップアップ支援事業につきましては今年度から

始めております。今年度は、答弁でもお答えしているわけですが、国の制度が５年間ありま

すので、それに引き続き、なお支援が必要だというような方に対して、町独自で３年間にわ

たって給付金を支援するという内容になります。 

  その事業の拡大ということで、来年度においては、国の交付金事業が５年間あるわけです

が、こちらには要件がありまして、誰でも申請するとすぐ対象になるというものではありま

せん。その一例を申し上げますと、親元就農、親が農業しているのにそこで就農する場合に

おいては、その５年間の間に事業を継承しなければならないとか、あと農地を親などから借

りている場合には、そちらも名義を変更しなければならないとかという要件、さらには、こ

れも親元就農なのですが、親が経営している経営内容と違う作物、新たな作物に挑戦しない

と対象にならないなどという条件があります。 

  このような条件がなかなかスムーズに解消できないというようなことで、相談に見えても

ちょっと国の制度には乗れないなということで申請しないという方もあります。そのような

方に対しまして、町独自に３年間にわたって給付金を支給する、所得制限等の要件について

は国の制度に倣ってやりたいと思いますが、あとそのネックになって制度を受けれないとい

う方には対象にするという形での制度としたいと考えております。 

  以上です。 
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○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） ありがとうございます。国の事業の落とし穴といいますか、落とし穴

じゃないですね、穴です、大変厳しい縛りがあるわけですが、そこを地方の自治体が独自に

補う、そういう大変意義深い事業であると思います。五戸町の基幹産業である農業に一人で

も多くの興味を持つ若者がつきやすくするような支援策を切れ目なく展開されることを望み

ます。 

  最後に建設課関係でございます。先ほど町長の御答弁で、公共下水道基本計画及び全体計

画の見直し調整業務を予定しているということでございましたが、詳しく教えていただきた

いと思います。 

○議長（和田寛司君） 山下建設課長。 

○建設課長（山下 淳君） 公共下水道の基本計画の見直しについてでありますけれども、来

年度は公共下水道のエリア及び農業集落排水の計画区域以外の未整備区域の生活排水の処理

をどうするか、どういう方法にするかというのを検討するために、学識経験者とか、あと自

治会長さんとか各種団体の長とか、そういう人を入れて、仮称ではありますけれども、五戸

町の下水道事業審議会なる、そういう審議会を設置して、そこの中で今後の下水道の計画の

どういうふうにすればいいか、この地区については合併浄化槽のほうがいいとか、そういう

ふうないろいろなことを踏まえてもんでもらいたいと思っています。そのための地域へのア

ンケート調査とか、あと基本計画の作成とか、審議会の議事録の作成とか、そういうのを業

務委託をしたいと思って考えております。 

○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） この質問をするに当たって過去の定例会会議録を見ましたが、２番議

員が公共下水道事業の見直しを何回か訴えているようでございます。水質環境の保全や納税

者の平等性、また、将来の五戸町の負担軽減を考えますと、私も早期に下水道事業を見直す

べきだと考えております。 

  公共下水道事業の計画に入っていない地域をどうするか。ほかの市町村と比較して低水準

である合併浄化槽設置費用の助成はどうするのか、そして、一部市町村で既に実施しており

ます自治体設置型の合併浄化槽の導入まで視野に入れての見直しなのかお答えください。 

○議長（和田寛司君） 山下建設課長。 

○建設課長（山下 淳君） 来年度のその審議会において、やっぱり合併浄化槽、市町村設置

型もひっくるめて全体的にどういう方法にすればいいのかというのを、それも審議会の中で
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少しもんでもらいたいなと考えております。 

  また、現在個人設置型で合併浄化槽を設置しているわけですけれども、その補助金のかさ

上げですね、上乗せというのですか、それをいつの時点からやれるのか、その辺もひっくる

めて審議会の中で検討していただければと思っております。 

○議長（和田寛司君） 鈴木議員。 

○４番（鈴木隆也君） ありがとうございます。納税者の平等性というものを考えますと、公

共下水道が引かれていない地域、個人で合併浄化槽を設置される家庭など、大変不利な場合

がございます。一日も早く見直しの計画が策定されることを要望いたします。 

  来年度は５カ年にわたる創生総合戦略の実施計画を大きく展開される重要な一年だろうと

考えております。また、三浦町長の任期の後半戦でもあります。ぜひ、魅力にあふれる、多

くの町民が望む事業が盛り込まれますようよろしくお願いいたします。 

  ３月の定例会、予算委員会を楽しみにしております。 

  本日は明快な御答弁ありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 次に、尾形裕之議員の発言を許します。 

  質問方式は一問一答です。 

  尾形裕之議員。 

〔１０番 尾形裕之君 登壇〕 

○１０番（尾形裕之君） 第９回定例会につき、さきに通告いたしました３点について御質問

させていただきたいと思います。 

  まず第１点目は、職員等の法令遵守についてでございます。 

  役場職員等が個人情報を漏らしているという町の皆さんからの声が３件ほど寄せられてお

ります。この点、しっかり守秘義務を守るよう指導していただきたいと思うのですが、いか

がでしょうか。 

  ２点目は、コミュニティバスについてです。 

  去る11月25日、川内中学校で五桜会主催の出前授業が行われました。 

  五桜会とは、皆様御承知のように、平成16年に当選した新人５人でつくった会であります。

それ以来、勉強会を重ね、12年にわたりました。今現在、五桜会の会長は髙山議員でありま

す。幹事は先ほど質問しました鈴木隆也君でございますが、この２人は今までの五桜会と違

いまして、全く新しい格好で、川内中学校に出前授業という格好で切り込んでいただいたこ
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とであります。 

  この五桜会は、当初は上にいます和田議長、そして私、松山議員、そして若宮議員、今は

議員となっておりませんが川﨑益美議員。この５人でありました。コンセプトは町長より若

いということで勉強会を始めたわけであります。それから髙山議員が川﨑益美議員のかわり

に入ってまいり、その後に今の新しい議員の方がメンバーとなったわけであります。 

  当日も大久保副議長、川﨑七洋議員、鈴木議員、大久保和夫議員、豊田議員、髙山議員、

若宮議員、松山議員、私とお邪魔したわけでありますが、そのときに寄せられた声が、五戸

高校に進学したいと。その際、八戸駅から五戸高校に通えるコミュニティバスが欲しいとい

うものでありました。五戸高校存続のために五戸町長も頑張っておられると思いますが、こ

の点をくみ、何とぞ八戸駅から五戸高校までのバスを通していただきたいと思うのでありま

す。 

  また、そのほかに寄せられたコミュニティバスのことでありますが、川内地区に本数をふ

やしてほしいとのことであります。コミュニティバスのまず基本はスクールバスの延長であ

りました。よって、統合になっていない川内地区にはその分、本数が少ないようであります。

その点を考慮して川内地区に欲しいということでありましたが、考えますに、今、免許返納

のことで、高齢者の方々が免許を返すに当たって交通、自分たちの足が確保できない状況で

もあります。その点も考えて、川内地区、いや五戸町全体を考えてでも、本数をふやしてい

ただきたいと思うのであります。この点はいかがでしょうか。 

  ３番目であります。地場産業の育成についてであります。 

  人口減少の一因は、私は、地場産業が大きく成長しなかったことと考えております。町で

は、この点をどのように考えているのでしょうか。地場産業を育成していくことによって、

人口減少の一因は何らか解決するのではないかと、そのように考えておりますがいかがでし

ょうか。 

  また、今後はインターネットをどう活用するかによって、その状況が変わっていくと思い

ますが、インターネットの点について、地場産業との関連をどうお考えになっているのかお

伺いしたいと思います。 

  以上、３点であります。よろしくお願いいたします。 

〔１０番 尾形裕之君 降壇〕 

○議長（和田寛司君） 三浦町長。 

〔町長 三浦正名君 登壇〕 
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○町長（三浦正名君） 尾形議員の御質問にお答えいたします。 

  まず１つ目は、町職員等の法令遵守についてであります。 

  町職員が町民からの負託に応えて職務を遂行していくためには、全ての職員が全体の奉仕

者としての使命を自覚し、厳正な規律と高い倫理観を保持しつつその職務に精励することが

肝要であります。 

  このため、服務規律を遵守する意識を徹底するため、新採用職員の初任者研修はもとより、

中堅職員やベテラン職員についても随時、法令遵守のための研修に参加させております。 

  尾形議員からの御質問では、職員等が個人情報を漏らしているということでありますが、

町職員は町民の個人情報を知る立場にありますので、たとえ公務外の何らかの機会での世間

話やうわさ話などであったとしても、業務上知り得る立場にいるかいないかにかかわらず、

町民に疑いを持たれるような言動は厳に慎まなければなりません。もしそのようなことがあ

るとすれば、地方公務員法第34条に規定する秘密を守る義務に抵触するおそれもありますし、

何より町民から町役場全体の信用を失うことになりかねません。今後は、これまでより一層

研修や指導を行い、綱紀粛正に努めていく所存であります。 

  次に、コミュニティバスについての御質問でございます。 

  コミュニティバスの八戸駅から五戸高校までの運行、川内地区の増便についてであります

が、八戸駅から五戸高校までの運行につきましては、別件で扇田経由の請願書が提出されて

おり、南部バス株式会社と路線バス運行にかかわる協議を進めているところであり、実現は

可能であると考えております。 

  尾形議員の御質問の内容は、八戸駅から張田、川内地区を経由して五戸高校までのバスの

運行であると思っております。従前、張田経由の路線は運行しておりましたが、現在は廃止

されておりますので、新規路線の設置を含めて現在の運行体制で可能であるか、南部バスと

協議をさせていただきたいと思います。 

  川内地区のコミュニティバスの増便についてでありますが、こちらも南部バスと協議をし

ているところでありますが、バスの保有台数、運転手の人数などから困難であると回答をい

ただいております。今後も協議を継続し、運行体制が整いましたら増便を図りたいと考えて

おります。 

  次に、地場産業の育成についてであります。 

  地場産業の育成は、経済の成長につながるものと思っております。五戸町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略では、プレミアム商品券発行事業、御当地カード整備事業、ふるさと納税
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による地場産品ＰＲ事業、ものづくり新事業などの施策を実施し、地域内の消費喚起と内需

活性によりまして地域経済の活性化を図り、地場産業の育成につなげてまいりたいと考えて

おります。 

  また、連携中枢都市圏の事業では、プレマーケティング関連産業実地促進費補助金、成長

産業立地等支援事業補助金、地場産品の販路拡大事業、海外販路拡大事業など、経済成長の

牽引のため新規創業促進、地域の中堅企業等を核とした戦略産業の育成を図るための施策を

実施することとしております。これらの施策も活用しながら地場産業の育成を図り、地域経

済の成長につなげてまいりたいと考えております。 

  インターネットの活用でありますが、今後ますます需要が増加するものと思っております。

町ホームページのふるさと納税お買い物市場でも、インターネットを活用し、特産品を購入

できるシステムを構築いたしました。企業等においてもプロモーションビデオなどを町と連

携して制作し、ホームページも活用しながらＰＲを行い、地場産業の育成を図ることができ

ればと考えており、今後検討してまいりたいと思っております。 

  以上であります。 

〔町長 三浦正名君 降壇〕 

○議長（和田寛司君） 尾形議員。 

○１０番（尾形裕之君） 御答弁ありがとうございました。 

  まず初めに、職員等の法令遵守についてでございます。 

  ３件、個人情報の話が３件ございましたが、実はそのほかにいろんな話があと６件ほどあ

ります。ただ、これは個人情報の漏えいの話ではなくて、また町の職員ということでもない

です。簡単に言うとパワハラですね。それからジェンダーハラスメント、そういった新しい

ハラスメントに関しての話のような内容でありました。ただ、第三者がそのときにいました

のでお聞きしましたら、それは当たらないんじゃないかなというような話で、そういうよう

なものが何件かございました。 

  ただ、研修していただくということで、役場職員もそうなのですが、できましたら議員並

びに、この議会にいる、関係する教育委員、選管委員長、監査委員、農業委員等も含めたよ

うな、できればそういう研修に参加させるようなことをつくっていただければなと思います。

そして、それの研修内容がもしわかったら、ケーブルテレビで放映していただければ、町の

方々もより報道されているパワーハラスメントとか、ジェンダーハラスメントということも

より理解できて、混乱を来さないような気がいたします。 
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  それと、病院の先生方も並びに、看護師さんも十分にやっていただきたいと思います。大

分前なのですが、私の父が入院していたときなのですけれども、ある研修医から言われまし

た。ああ、もうだめな人のお父さんなんだねって、お父さんがもうだめですよねということ

を言われた、直接ですね。何げなく言った話なのでしょうけれども私も言葉を失って、そん

なはずはないなと思って、ちょうど次の日、担当のお医者さんと会う機会がありましたので

お聞きしましたら、そういうことはありませんよというお答えでありましたが、そういうこ

とまで含めまして、言ってはいけないと思います。非常に不快でした。担当の医師から先に

あらかじめ言われているのであれば何ともなかったのですが、もう何年も前の話であります

けれど、そういうことがございました。そのほかにも所得の問題。同級生であってもやっぱ

り知っていたら言ってはいけないなと、そういうふうに思います。これは私ではありません

けれども、そういうふうな話も聞こえてまいりました。ですから、研修していただいて、で

きたらもう一度、パワハラ、新しいハラスメントが30種類以上もあるのだそうでございます

ので、誤解のないような格好で、皆さんが理解していただけるようにやっていただければな

と思います。これは要望でございますので、よろしくお願いしたいなと思います。 

  次に、コミュニティバスでございます。 

  八戸駅から五戸高校まで、そうですね、扇田経由でやっていただけるということなので、

まず、そういうことがあれば大変結構かなと。これを寄せた中学生も大変、これを聞くころ

には喜んでいるかと、多分そのころはちょうど受験の時期かと思いますので、きちっと憂い

なく受験に臨めるかと思います。 

  また、川内地区のほうですが、川内地区もそうなのですけれども、五戸全体、特に高齢者

の方々の足を確保しなければならない点で、コミュニティバスの役割はいよいよありますの

で、十分に検討していただいてお考えしていただきたいなと思います。よろしくお願いした

いなと思います。 

  ３番目の地場産業についてなのですが、これなんですが、特に、農業、それから観光業と

かで商工業、大きく分けて３つ４つに分かれるのでしょうけれども、特に基幹産業と言われ

る農業なのですが、常日ごろ非常にこうおかしいなというふうに思うのは、先ほども青年就

労ということがありましたけれども、若い人が来るからその後の補助金があるんですね。じ

ゃ、現実に今いる方に対してどういう補助金があるのかなと。ほとんどないんですね。例え

ば営農組合とか何か一生懸命やっていらっしゃいますけれども、そこにもうちょっと大きく

なるような補助金をもっと導入してはどうかなと。補助金がいいのかどうかはわかりません
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けれども。 

  言いたいのは、人口減少の一因、まず農業だけで考えてみますと、所得が今以上にあるの

であれば、間違いなく息子さんを呼んでくると思うんですよ。所得が十分に備わっていない

ので息子さんを呼べないような、そういう状況にあると思うんです。例えば、子供さんを黙

って３人、３人いたら３人大学に行かせるような経済力があれば、それはそれで息子さんに

跡を継がせたいなと思うんです。そう思うはずです。ところが、そうなかなかならないので、

今、現実的に農業をやっていらっしゃる方で、やっぱりどうしてもほかの仕事、役場職員に

なったり農協職員になったり、兼業しているような格好になっていると思うんですが、農業

だけで所得が倍増になるような、そういう育成方法はないものかなと、その点を私はまず農

業についてですが訴えたいわけでありますが、その点はどうお考えになっていらっしゃるか

お聞きしたいと思います。 

○議長（和田寛司君） 畑山農林課長。 

○農林課長（畑山敦夫君） 地場産の育成の中で、特に農業ということですが、尾形議員から

は、現在は農家の所得が低いために後継者も出ないのではないかというお話です。恐らくそ

のようなことが事実ではないかと私も思っております。なかなか今の農業経営者が、自分の

子供を農業を継がせたいと積極的に考えているという方は、ないわけではないですが、余り

見受けられないものと思っております。 

  そこで、農業所得の倍増策はどのように考えているかということですが、これまでも農業

関係の御質問の中で、これまでの議会の中でもいろいろ出ており、問題は多々あっているこ

とは承知しておりますが、なかなかこれまでも進めてきている中で、そのような所得を大き

く増大させるような施策は今のところ町としても考えつかない状況であるものです。 

  おっしゃるとおり基幹産業である農業を振興させることが五戸町の大きな命題ではあると

思っておりますので、そこに向かって、担当課といたしましても邁進してまいりたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 尾形議員。 

○１０番（尾形裕之君） ありがとうございます。 

  常日ごろよく思うんです。ですから、できること、免税とかですね。考えられるようなこ

とを簡単に言えばですね。営農組合そのものとか、弾みがつくような、希望が見えるような。

私から上でしょうね、多分、その方々がもう希望が持てるような、若い人以上にそのお父さ
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んたちが希望持てるような格好の農業、どう施策していくのか、まずヒアリングしてみても

いいのかなと思いますので、今までどちらかと、国とか県の主導としてやってきたのを下請

でやってきたような格好で、大きくやっていただくのは結構なのだけれども、じゃ、現実的

に人口は減少していくという格好ですので、これはもうヒアリングをまずしていただいて、

何が最もいいのか、小さい話からでも結構ですので実践していただければなと思いますので

よろしくお願いします。 

  商工業はいかがなものでしょうか。 

○議長（和田寛司君） 小村企画振興課長。 

○企画振興課長（小村一弘君） 先ほど町長が答弁いたしましたが、地方創生事業の中でプレ

ミアム商品券、あとは御当地カードなどの事業をこれから、御当地カード事業につきまして

はこれから始まるわけなのですけれども、まずは地域内でお金を使っていただくというのが

大事、そしてそれが中小企業の成長に、内需活性によってつながっていくものと思っており

ます。 

  また、連携中枢都市圏の事業につきましても、先ほど町長が申し上げましたとおり、成長

産業の立地支援事業補助金など、これは今まで八戸市独自の事業でございましたが、連携中

枢都市圏に範囲を拡大するということになっておりますので、そういう事業を使いながら、

補助を受けながら、新たな事業にもまた取り組んでいくというものが大事ではないのかと思

っております。 

  また、中小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画というものを、商工会が中心にな

りましてこれから策定するものと思っております。これらにつきましては、従来の商工会の

考え方、商工会が事業者に行っていた支援などは、記帳指導とか税務指導とかそういうもの

でございました。これらをこの法律の改正によりまして、売り上げや利益を確保するための

支援に重点を置きなさいと、そのための計画を立てなさいということになってございます。 

  これはこれからの商工会が策定するものと思っておりますので、それらの事業計画を見定

めながら、また商工会と意見、協議などをこれから行いまして、町としてどのような、これ

に対して、その計画に対して支援ができるのかいろいろと検討して、それらの商工会と連携

しながら今後、いろいろな制度設計をしながら、町として中小企業、小規模事業者が成長で

きるような制度設計をして今後まいりたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 尾形議員。 
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○１０番（尾形裕之君） ありがとうございました。 

  所得が倍、収入が倍になれば非常にいいんでしょうが、一つに、町でできることの中で考

えたのですけれども、経営計画書ってあるんですよ。経営をやる場合には必ず。理念があっ

て、予算書ですよね、役場で言うと。簡単に言うとそういうものなんですが、それをまず作

れるようにならないと、所得倍増も何も話にもならないと思うんです。当然、損益分岐点も

わかっていなければならないだろうし、先ほども鈴木隆也議員が言っておりましたが、足り

ない部分を町はどこから持ってくるのか、そう言っていましたけれども、経営計画書という

と大概そういうことなんですよ。損益分岐点をプラスマイナスゼロにすると。 

  でも、そこから始まるんですけれども、大概は売り上げが足りないんです。そのためにど

ういう戦略とか戦術を持ってくるのかというような話にもなってまいりますので、経営計画

書なりをつくれるようなセミナーをやっていただくとか、戦略とか戦術、商工会ともっとよ

く、より話し合って、一点一点、会社の中では結構だという会社もあるのでしょうけれども、

そういうふうなことをきちんとした格好でやっていただけるのがいいのではないかなと私は

思います。 

  また、既存の病院に関してもそうです。それから公社もそうですが、きちっとした売り上

げを立てていただけないと、どうにも、いわゆる私に言わせると、経営計画書そのものがわ

かっていないと、足りない部分の売り上げをどうするのだという発想が出てこないのだと。

仕事で言うと、よく営業型の社長さんがいると会計がだめになるとか、製造型の社長さんが

いると売り上げをどう上げるかがわからないとか、多々あるんですが、どうも、病院にして

も公社にしてもその製造型の社長さんがやっているような格好の内容になっています。その

辺も含めて、きちっとした内容のセミナーなり何なり設けていただければよりアイデアが出

てくるのではないかなと思います。よろしくお願いしたいなと思います。 

  それと、仕事といえば、ビデオクラブの何かこう会社をつくっていただければよりいいの

かなと思いますが、その辺よろしくお願いします。 

  それと、インターネットなんですが、インターネットに関しては、国内ではなくて海外に

打って出る時代だと思っているんですね。五戸町のホームページなりその他、情報発信する

のは皆英語になっているのでしょうか。 

○議長（和田寛司君） 小村企画振興課長。 

○企画振興課長（小村一弘君） 現在のホームページは英語にはなってございませんが、たし

か英語に翻訳できるような、ホームページの片隅のほうにその英語訳になるような形のシス
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テムにはなっているものと思っております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 尾形議員。 

○１０番（尾形裕之君） なっていないんですね。 

○議長（和田寛司君） 小村企画振興課長。 

○企画振興課長（小村一弘君） 私もそこのところはよく確認しておりませんが、それでは、

もしなっていないのであれば、新年度からでもそういう形、来年度中には英語訳でホームペ

ージを閲覧できるような形で整備を今後図ってまいりたいと思います。 

○議長（和田寛司君） 尾形議員。 

○１０番（尾形裕之君） 英語だけではなく、中国語なり、ロシア語なり、フランス語なり、

各国の言葉がありますので、その翻訳の機能があるんであれば何とかなるのでしょう。でし

たらそういうふうに全部翻訳やったほうがいいと思います。 

  例えば、農業そのものを見ていても、米そのものが晴天の霹靂をつくらなくても、まっし

ぐらでも、十分世界には通用するのかなと思います。ちなみに、私の妻はモンゴルから来て

おりますけれども、まっしぐらで十分うまいそうです。ふだん何食べているのというと、中

国から来るお米なんだそうです。無理くり中国から渡されるんだそうです。それは言っては

いけませんけれど、来るんだそうです。中国米と日本米を比べるとはるかに違うと。中国も

十分、野菜でも何でも直接、中国関係と言えばおかしいですけれど、中国が関連していると

ころとか、カザフスタンにしても、隣接しているような地域は割と中国から来ているのが多

いんだそうです。その辺のあたりにも、インターネットなり何なり、言葉で情報を押してい

けば、それなりに富裕層の方がいらっしゃいますから、アクセスしてくるのではないかなと

思います。その辺はどうお考えですか。 

○議長（和田寛司君） 小村企画振興課長。 

○企画振興課長（小村一弘君） 当然、町長も答弁の中で申し上げましたとおり、インターネ

ットの活用というものはもう、これから需要が高まって重要性を増してくるものと思ってお

ります。 

  尾形議員の御指摘のとおり、今後、町もそういう各、英語、中国語、ロシア語、それから

韓国語等々を含めた形、どこまで一気にできるのかはわかりませんけれども、早目にそのホ

ームページをそういう体制でつくって情報発信を進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 
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○議長（和田寛司君） 尾形議員。 

○１０番（尾形裕之君） まとめてくださってありがとうございます。 

  インターネットでというより、今の国際ミュージックフェスティバル、あれは海外からど

ういうアクセスとか、インターネットで回数は何回ぐらい来ていましたか。ちなみにですけ

れど。 

○議長（和田寛司君） 小村企画振興課長。 

○企画振興課長（小村一弘君） 国際ミュージックフェスティバルの、そのホームページへの

それの問い合わせのアクセスとかについては、私のほうでもちょっと把握しておりませんの

で、回答を今ここでできませんので、申しわけありません。 

○議長（和田寛司君） 尾形議員。 

○１０番（尾形裕之君） いい例ですので、英語版だったら出ていると思うんです。国際ミュ

ージックフェスティバルの英語版、出ていますよね。アクセス数がどれぐらいかわかりませ

んけれども、それとクロスするような格好で農産物なり、例えば時期が同じな倉石牛肉まつ

りですね、あれとリンクするような格好にしていけば、よりアピール度があるのではないか

なと。英語に直さねばまずアメリカのほうには無理でしょうけれども、そういうふうなこと

もいろいろに考えられますので、その点を十分にお考えしていただいて。 

  よく農業のブランド化とか、五戸町のブランドをつくれとか言っている方がいらっしゃい

ます。そのとおりですが、インターネットでも発信するだけで私は、もう十分ブランド化し

ていくので、ひとり歩きしていくのではないかなと思います。東京ハイジという漫画家さん

がいらっしゃいますが、その方がジョイントしてふるさと納税をやりましたよね。たしかや

ったはずだと思うんですが、それは今までやったおかげでかなりふるさと納税は来ていると

思うんです。やっぱりそれもインターネットの力だと思うんです。 

  ちなみに、今年度は昨年度と比べてどれぐらい差がありますか。 

○議長（和田寛司君） 沢向企画振興課地方創生推進室長。 

○企画振興課地方創生推進室長（沢向満雄君） 今年度につきましては、去年と比較しまして、

今現在たしか100万を超えておりまして、それで去年より10万ぐらい多くなっております。 

  回数ですか。件数のほうは40件ぐらい多くなっております。 

○議長（和田寛司君） 尾形議員。 

○１０番（尾形裕之君） 五戸町で40件といえばかなり多いわけでございますので、インター

ネットをうまく使っていただいて、東京ハイジともまたクロスしながら、いろいろ五戸町に
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いらっしゃる方で一緒に考えて、地場産業を育成していただきたいなと思います。私は非常

に古いので、考え方も、今の新しい戦略とか戦術はまだわかりません。20年も30年も前の戦

略とか戦術でしかお話しできませんけれども、今だったらまた新しい講師とか見つかるんじ

ゃないかなと。ちなみに山田桂一郎先生とか藻谷先生、私と同じまちづくり話しますが、表

現が全然違います。説得力も違います。そういう時代ですので、新しい先生をぜひまた見つ

けていただいて、地場産業の発展のために頑張っていただきたいと思います。 

  以上です。ありがとうございました。 

○議長（和田寛司君） ここで休憩をとり、「一般質問」の残余については午後１時から行い

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。 

午前１１時３０分 休憩 

―――――――――――  ――――――――――――――  ――――――――――― 

午後１時 開議 

○議長（和田寛司君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第１の「一般質問」を続行いたします。 

  川﨑七洋議員の発言を許します。 

  質問方式は一問一答です。 

  川﨑七洋議員。 

〔３番 川﨑七洋君 登壇〕 

○３番（川﨑七洋君） 議席番号３番、川﨑七洋でございます。議長のお許しをいただきまし

たので、さきに通告しておりますとおり、質問をさせていただきます。 

  質問は、五戸町の不妊治療の助成金制度についてと、毎年11月に開催しております産業と

文化まつりの今後についての２点でございます。 

  まず１点目、不妊治療の助成金制度につきまして質問をさせていただきます。 

  先日、五戸町にお住まいのある夫婦とお会いする機会があり、さまざまなお話をさせてい

ただきました。そのお話をさせていただいている中で、その御夫婦の方より不妊治療のお話

をしていただきました。その御夫婦は現在、不妊治療を行っているということでして、治療

にかかる費用が１回40万円から50万円前後、そしてこれには保険がきかないために、この高

額な治療費を全て自費負担しているというお話でございました。このため、この御夫婦は経

済的にも、そして精神的にも大変苦しい思いをしていらっしゃるというお話をお伺いいたし
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ました。これはこの御夫婦に限ったお話ではございません。別の御夫婦数組からも同様のお

話を聞くことができました。 

  実際、このお話は大変デリケートな問題でございますので、私が幸いにもお話を聞けたこ

の数組の御夫婦以外にも、誰にも相談できずに悩んでいる御夫婦というのもたくさんいらっ

しゃるものと想定されます。このため、この不妊治療というところの問題は大変根が深いも

のであると私は感じました。 

  そこで、改めて質問をさせていただきます。このように、不妊治療をしている町民の方々

が受けられる助成金制度というものは存在しないのでしょうか。また、このような状況を察

知しているためか、近年、不妊治療の助成金制度を制定した自治体がふえているようです。

五戸町ではこれについて検討していないのでしょうか、お答えをいただきたく存じます。 

  次に、質問の２点目でございます。産業と文化まつりの今後について質問をさせていただ

きます。 

  毎年11月に開催しておりますこのお祭りですが、関係する皆様のさまざまな努力により毎

年イベント内容には趣向が凝らされ、とてもよいお祭りになっていると考えております。反

面、努力では賄えない問題もあると感じており、事実、産業まつりの出店者の方々からいろ

いろな悩みをお聞きいたしました。 

  そこで、質問いたします。この産業と文化まつりは実にさまざまな内容がありますため、

役場でもいろいろな課が関与されていることと思います。それらを統括し、祭りそのものの

成功に対する責任を持つ課はどこになるのでしょうか。 

  また現在は、産業まつりを五戸ドーム、文化まつりを町立公民館で開催しておりますが、

このように会場を分散させての開催は、来訪者にとって非常に不便であると考えます。開催

地変更する計画などはございませんでしょうか。そして、このイベントですが、昔は五戸小

学校を使って開催していたように記憶しています。今現在、五戸小学校を使わないのにはど

のような理由があるのでしょうか、また使えるようになる手段はないのでしょうか。 

  以上、２点でございます。よろしくお願いいたします。 

〔３番 川﨑七洋君 降壇〕 

○議長（和田寛司君） 三浦町長。 

〔町長 三浦正名君 登壇〕 

○町長（三浦正名君） 川﨑議員の御質問にお答えいたします。 

  最初は、不妊治療の助成金制度についてでございます。 
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  現在当町では、独自に不妊治療助成制度は設けておりませんが、青森県では、医療保険が

適用されず高度な医療費がかかる特定不妊治療の経済的負担を軽減するため、治療に要した

費用の一部を助成する青森県特定不妊治療費助成事業を実施しております。助成を受けるこ

とができる方は、所得制限は設けてありますが、県内に住所がある方で、特定不妊治療以外

の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に判断された方で、

初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢が43歳未満となっております。助成上限額は、１

回の治療につき、治療内容等に応じて、初回申請は30万円または７万５千円、以後15万円ま

たは７万５千円までを上限として助成しております。平成27年度の申請件数は301件で、う

ち五戸町の申請件数は７件となっております。 

  次に、町の助成制度はないのかという御質問でございます。 

  県内の実施市町村では、11市町村で青森県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた方

へ上乗せ助成を実施しております。当町といたしましても、他市町村での助成状況について

の調査や財源の確保等について検討してまいります。 

  次に、産業と文化まつりの今後についてであります。 

  １点目のイベントの成功に対する責任を持つ課はどこかについてでありますが、産業まつ

りの農産物品評会は農林課、産業まつりのその他は企画振興課、文化まつりは教育課が担当

しておりますので、各部門の担当課がそれぞれの責任を持つことになります。ただし、祭り

の総合的な企画は企画振興課が担当しておりますので、総合企画に対する責任を持つ課は企

画振興課であると考えております。 

  ２点目の分散開催で、訪問者に不便であり開催地変更の計画などはないかについてであり

ますが、産業と文化まつりを一つの会場にて行うことは理想であるとは思っておりますが、

町内に適地がありませんので、やむを得なく分散開催としております。今後も開催地の変更

は困難であると思っており、利便性向上のためシャトルバスの増便などは検討できるものと

考えております。 

  ３点目の五戸小学校を使わない理由と使える手段などはないかということでございますが、

産業と文化まつりの開催期間は３日間、そして準備や後片づけに４日間の計７日間の日数が

必要となり、その間、学校施設の一部が使用できなくなります。また、スポーツ少年団及び

体育協会の利用や資材の搬入などにより、授業に影響が出るものと考えております。このた

め、五戸小学校での開催は断念しており、今後も、学校での開催は教育上の観点から困難で

あると思っております。 
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  以上であります。 

〔町長 三浦正名君 降壇〕 

○議長（和田寛司君） 川﨑議員。 

○３番（川﨑七洋君） ありがとうございました。 

  まず、不妊治療の助成金のほうにつきまして質問をさせていただきます。 

  まず、県のほうで助成金があるというお話でございました。御答弁いただきました中に、

初回は30万または７万５千円、２回目が15万または７万５千円ということをおっしゃってい

ただいたと思うのですが、この金額の差はどういうところでつくものになるのでしょうか。 

○議長（和田寛司君） 鈴木福祉保健課長。 

○福祉保健課長（鈴木裕之君） 治療１回当たりの助成限度額ですけれども、新鮮胚移植を実

施、凍結胚移植を実施、不調、不良等により移植のめどが立たず治療を中止、受精できずま

たは異常受精等により中止については15万円、以前に凍結した胚を移植の実施、卵が得られ

ない、または状態のよい卵が得られないで中止した場合は７万５千円となっております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 川﨑議員。 

○３番（川﨑七洋君） 種類がたくさんあるということで、その金額の差があるということで

すね、承知いたしました。 

  私が聞いた話でいきますと、先ほど申しましたとおり、１回の費用が40万から50万円、こ

の中で県からの補助金が初回多くて30万、２回目以降で高くても15万円というところでいき

ますと、実際不妊治療をされる方が負担する額が、初回でも10万円から20万円分は自己負担、

２回目以降になると35万円前後も自己負担というところになってしまいます。この金額はや

はり１家庭で簡単に出せる金額ではなくて、さまざまお話聞いていますと、本当に生活のい

ろんなのを切り詰めて切り詰めて、それでも足りない分も出てしまっている中、それでも何

とかというところで頑張っている皆様でございます。 

  いろいろ調べておりますと、不妊というところなのですけれども、現在は３組に１組の御

夫婦の方が不妊というものに悩んでおりまして、６組に１組は実際に不妊治療を行っている

という状態で、これはかなり高い数字なのではないかなというふうに考えております。この

中で、今本当に少子化と言われる世の中、こういうふうに子供を産み育てていこうという、

そういう強い意志をお持ちの方々というのは、本当に大事にしなければいけないというふう

に私は考えております。こういった中で、先ほど御答弁いただきましたところでいきますと、
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検討していただけるというふうに私には聞こえました。これについては本当にありがとうご

ざいます。 

  検討するに当たり、ほかの自治体、既に先進例として11件あるというふうなお話でござい

ました。こちらの事例、実際、先ほどの御答弁いただきました中には、五戸町で申請した件

数、県のほうに申請しているのは７件ありましたというところでしたけれども、この独自の

不妊治療を実施している自治体、こちらのほうでどの程度の利用の実績があるかというのは、

もう既に調べているのでしょうか。ちょっとそちらについて情報があれば教えていただきた

いと思います。 

○議長（和田寛司君） 鈴木福祉保健課長。 

○福祉保健課長（鈴木裕之君） 県のほうから、そこの部分についてどれぐらい利用している

かというのはちょっとわからないのですけれども、六戸だけは確認したのですけれども、28

年度から一応上乗せ助成を開始しておりますけれども、１人もいなかったと。28年度から始

めて１人も今の現在いなかったということでございます。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 川﨑議員。 

○３番（川﨑七洋君） １人もいなかったというお話なのですけれども、この１人もいないと

いうのの理由というのは、そういうところで調べられたりしていたのでしょうか。 

○議長（和田寛司君） 鈴木福祉保健課長。 

○福祉保健課長（鈴木裕之君） 特にそこの部分は調べてはいません。県のほうからもちょっ

と、六戸が県に申請した件数が幾らかというのもちょっと確認しておりません。一応、三八

管内が八戸保健所なもので、こちらは上北のほうの保健所になると思うので、そこの部分ま

では調べておりません。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 川﨑議員。 

○３番（川﨑七洋君） ありがとうございました。 

  実際、この不妊治療という問題、本当に根が深くて、私が先ほど質問の内容で申し上げま

したとおり、本当にデリケートなところでございまして、本当に近隣の方にも相談できずに

自分の中でため込んでしまっていて、私が今回お話聞けた方々の中でも、県の補助金がある

ということを知っていても、それをやっていないという方もいらっしゃったんですね。それ

だけほかの人に話せない、話したくても話せない、助けてもらいたくてもそれになかなか踏
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ん切りがつかない、そういう本当に難しい話でございます。 

  恐らく、今御答弁いただきました１件もなかったというところなのですけれども、このプ

ライバシーの保護と申しますか、そういったところの整備、これもあわせて進めなければ、

恐らく制度導入しただけではだめなのだろうなというふうに考えております。こちらについ

て御検討いただけるというふうなお話だと思っているのですけれども、このあたり、どのよ

うに進めていこうとされているのか、現時点で何か案があれば、教えていただけますでしょ

うか。 

○議長（和田寛司君） 鈴木福祉保健課長。 

○福祉保健課長（鈴木裕之君） まず、いろいろ市町村のほうで助成状況とか、調査検討いた

しまして、まだ三八管内ではどこも上乗せ助成はしていないのですけれども、まず近隣で十

和田と六戸が上乗せ助成していますけれども、今後検討して進めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 川﨑議員。 

○３番（川﨑七洋君） 今の御答弁いただきました中で、三八管内ではまだないというお話で

ございました。実は、今回この何組かの御夫婦と会話させていただいているのですけれども、

その中で本当に悩んで苦しんでおられる方々なので、十和田のほうでこの助成金制度をやっ

ていると。であればそちらに移り住もうかなと。かなり言い過ぎた話だと私は思いましたけ

れども、ただそれでも、当然そうおっしゃった方は話の流れで、冗談的なところで出た話で

は恐らくあるとは思うのですが、実際そういう言葉が出てくるということは、心のどこかで

そのぐらいのことを思っているわけなんですね。ですので、本当に思い悩んでいるところな

のだと思います。 

  これが何も、この方が困っているからこの人を助けてあげてと、そういうようなことを言

いたくて、今ここで質問したわけではございません。何を言いたいかといいますと、そうい

うようにほかの市町村で助成金を出している、そちらのほうに移り住もうかなと冗談でも思

ってしまう人がいるわけです、現実に。それは恐らく五戸町の中だけではありません。近隣

の自治体さんの中でもお住まいで悩んでいる方、そちらのほうでも同じように、ほかでやっ

ているのだったらそっち行こうかなと思っている方って恐らくいると思うんですね。そうい

う人たちに、五戸町ではこういうことをやっているのだよ、五戸町はこれだけ手厚くやって

いるんだよ、そういったことをアピールして外から入ってきてもらう、そして五戸町の中で

悩んでいる人はそのまま五戸町にとどまっていただく。そういったほかの市町村、特に三八
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管内でまだやっているところがないというお話でございますならば、五戸がまずそれの第１

号となって近隣の皆様の注目を集めると、そういうようなことができることだと私は考えて

おります。 

  現実に利用の件数、六戸しかお調べいただいていないというところだったのですけれども、

恐らくそれほど件数が伸びない、そして助成の金額もあると思うのですけれども、こちらの

ほうが、実際予算として算出した場合に、それほど大きな金額にはならないのではないかな

と私、考えておりますが、このあたり試算した数字などあれば教えていただきたいのですが。

お願いいたします。 

○議長（和田寛司君） 鈴木福祉保健課長。 

○福祉保健課長（鈴木裕之君） 治療にかかる費用の一部を上乗せ助成している市町村では、

県の助成事業費補助金の交付決定を受けている方を対象としております。 

  まず、県からの情報で五戸町の補助を受けた件数は、まず27年は７人で実７名、28年度は

11月末現在６件で実人数で４名となっております。上乗せ助成額は、まず市町村によって違

いはありますが、仮に県の助成額を差し引いた額と県助成額の３分の２を助成した額を比較

して、いずれか少ない額で上限10万円とした場合ですけれども、これは十和田の上限ですけ

れども、まず五戸町では10件程度と考えますと、80万から100万前後と考えられます。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 川﨑議員。 

○３番（川﨑七洋君） 試算数字、御提示いただきましてありがとうございます。やはりそれ

ほど大きな、五戸町の財政の規模から考えますと、それほど大きな予算を必要としないとこ

ろだと思います。 

  済みません、ちょっとこの件、最後に三浦町長のほうにもお伺いしたいところだったので

すけれども。まず予算の規模としては、今御答弁いただきましたぐらいの数字だと思ってお

ります。実際に本当に悩んでいる御夫婦の方々がいらっしゃるというところを私、お話をお

伺いしまして、今この場で質問させていただいておりますが、三浦町長は、この件に関しま

してどのように進めていこうというふうなお考えであるのか、お伺いしてもよろしいでしょ

うか。 

○議長（和田寛司君） 三浦町長。 

○町長（三浦正名君） 川﨑議員が御指摘されたのと大体、ほぼ同じような意見を持っており

ます。ただ、五戸町からの申請者が７件ということでございますけれども、そういった県の
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支援制度、さらに町の上乗せ制度と、そういうのが実現したとすると、今現在もう諦めてい

る方も中にはいらっしゃるかと思うのですよね。ですから、そういう制度があるのであれば、

私たち夫婦もじゃチャレンジしてみようと、そういう方々も出てくるかもわかりません。そ

ういったことを想定しながら、財政的には川﨑議員おっしゃるとおり、町の財政規模からい

くとあれなのですけれども、今後大体そういった線に沿って考えさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（和田寛司君） 川﨑議員。 

○３番（川﨑七洋君） ありがとうございました。 

  先ほど鈴木議員の質問の中でも、この財政状況のお話ございました。やはり、私もその御

答弁お聞きしていて、本当に厳しい状況なのだなというのはもうひしひしと感じました。そ

の中でお願いしている話で大変恐縮ではあるのですけれども、これは本当に重要な話である

と私、感じておりますので、どうか強力に推し進めていただきたいなと考えております。 

  では、１点目の質問は以上でございまして、次、２点目のほうに入らせていただきます。 

  産業と文化まつりについてでございます。 

  先ほど御答弁いただきました中で、総合的な責任をとるのが企画振興課ということだと思

います。それであれば、出店者側から、例えばイベントでこんなことがしたいであるとか、

この部分はこういうふうに変えてほしいですとか、そういったような提案でしたり、提言で

あったり、そういったのを受け付ける場所というのは企画振興課ということでよろしいでし

ょうか。 

○議長（和田寛司君） 小村企画振興課長。 

○企画振興課長（小村一弘君） そのとおりでよろしいかと思いますが、先ほども町長が答弁

いたしましたとおり、農産物品評会は農林課、そして文化まつりは教育課ということになっ

ておりますので、直接そちらのほうと協議してもよろしいかと思っております。また、企画

振興課に来ても、十分その対応はいたします。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 川﨑議員。 

○３番（川﨑七洋君） 今の質問の真意が、実は、実際に出店されている方が困っているから

こう言っているのですけれども、こういうことしたいな、ああいうことしたいなと思ったと

きにどこに相談していいかわからないと。恐らくそういう、わからないと言う前に、実際提

案とか挙げているそうなのですけれども、ただ一向に動きがない。いいも悪いもないという
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ような話をちょっと耳にいたしまして、ですので、そういった場合、じゃ、最終的にどこに

話をすればいいのかなというところで質問させていただいたものでございました。でも、企

画振興課、もう本当にたくさんいろいろな事業をやられているので大変だと思いますけれど

も、この点、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。 

  それで２つ目、分散開催というところに関しまして、この点が弊害が非常に大きいのでは

ないかなと私は考えてございます。これ、シャトルバスの増便というところで御答弁いただ

きましたけれども、結局バスで移動するというところになりますと、来訪者の負担そのもの

には変更がありませんし、遠いという心理的な問題に対しても回答にはならないのかなとい

うところで考えておりまして、結局そうなりますと、産業まつりは産業まつり、文化まつり

は文化まつり、せっかく同じ日にやっているのに、来るお客さんはそれぞれの会場で固定化

されるという状態になっているのではないかなというところを強く危惧しております。 

  そうなりますと、一番問題であるのが何かと申しますと、私は町の子供たちへの教育とい

う面、これが抜け落ちているのかなというふうに一応感じております。 

  どういうことかと申しますと、公民館でやっている文化まつりには小・中学校の生徒さん

たちの作品が展示されます。当然、それは自分たちの作品ですから見に行くわけです。それ

見に行って、それで終わりなのですよね。文化まつりを公民館だけでやっていると、もうそ

れだけで終わってしまうのです。産業まつりのほうは行く動機がある人だけ行って、それで

帰ってくる。なので結局、子供たちがせっかくこの産業と文化まつりがあると言って外に出

ているにもかかわらず、見てくるのは文化まつりだけ。そうすると、子供たちはせっかくの

地場産業、これに直接触れる機会を逃してしまっているのではないかなというので、非常に

残念だなという思いを持っております。 

  こういった点で、やはり１カ所がいいのではないかなということで、五戸小学校、昔やっ

ていたというところでお話を出させていただいたのですけれども、済みません、ここでお聞

きします。 

  先ほど五戸小学校が使えないという理由の中に、授業への影響ですとか、ほかに体育館使

う予定があるですとか、そういったところがあったと思うのですけれども、主になる理由は

教育のカリキュラムを進めるというところに対する問題であったと私には聞こえました。そ

れと、産業と文化まつりを１カ所でやることによる子供たちの地場産業に直接触れる場とい

うそういう社会教育ですか、そういったものとのバランスですよね、そういう天秤にかけた

場合、その上で、やはり五戸小学校での開催というのは難しいものなのでしょうか。ちょっ
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と済みません、このあたり、お聞かせいただければと思います。 

○議長（和田寛司君） 佐々木教育課長。 

○教育委員会教育課長（佐々木 啓君） 今の御質問にお答えいたします。五小でといいます

か、学校でできないという理由をもう少しですね。 

  結局、出店出している団体ありますけれども、その方々の一般車両の出入り、それに伴い、

まず不審者も学校に入ってくる可能性も考えられると思います。まず、そうなった場合には

安全面ですね、交通安全の面とか、あとそういう管理の面ですね、そういうものに関して学

校のほうで管理できるかとなれば、そこは大変なものになると思います。 

  確かに地場産、直接触れて勉強するというのも、五戸町ではどういうものがあるかとか、

いろいろまずドームのほうでもさまざまな団体が出ていますので、その中でさまざまな団体、

１回に見るということは、勉強するということはなかなかないものですので、まずそちらは

そちらで大事なことだとは思います。 

  なので、今のままでいくのであれば、やっぱりシャトルバスとかありますので、そちらの

ほうを利用するように今、学校のほう、現状を聞きながら、教育委員会のほうからも、でき

るだけまずドームのほうに足を運ぶように、地元の産業を見ておくようにという形で何とか

進めていきたいなとは思っています。 

  以上でございます。 

○議長（和田寛司君） 川﨑議員。 

○３番（川﨑七洋君） ありがとうございました。 

  安全面、管理面ということで、確かにここは昨今、本当に無視できないところだと思いま

す。承知いたしました。 

  そういたしますと、同一開催の場所としてほかに町内適地がないという御答弁もとても納

得のいくお話でございましたけれども、済みません、この点につきまして、分散開催はやむ

なしとしても、やはり会場はもう少し近くでできないかなという思いはやっぱり持っており

ます。そもそも五戸ドームの中が、地面が土であるものですから、実際にいろいろな飲食物

提供されているお店が並んでいるのですけれども、ちょっと衛生面を心配する声というのも

少し聞こえておりまして、飲食物提供するお店の方々にお話聞きましても、やはりこの点が

かなり、特に注意を払ってやっているという側面がありまして、ここもまた一つの負担にな

っているかなという状態でございます。 

  ですので、五戸ドームではなくて町内の別の施設、例えばみらいパークでありますとか、
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あるいは、これから検討が進んでいくと思われます町の駅、そういったところもこういうお

祭りに活用できる道というのはないのかなというふうに思っておりますので、このあたりを

どのように検討されているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（和田寛司君） 小村企画振興課長。 

○企画振興課長（小村一弘君） 今のみらいパークの活用、そしてまた、今検討をしている町

の駅での将来の活用ということであるかと思っておりますが、みらいパークにおかれまして

は、その建物、図書館しかございませんので、それを農産物品評会とか、またその他の出店

とかに利用するというわけにはいきませんので、なかなか、例えばお祭りではテントを出し

て出店なんかつくっているわけですけれども、そのほかの、じゃ展示物はどうしたらいいの

かとか、農産物の品評会の対応はどうするかという問題で、みらいパーク、今の状態ではち

ょっと無理があるかと考えております。 

  そしてまた、将来の町の駅の活用ということでございますけれども、まだこれは基本的な

検討中のところでございますので、今ここで私のほうから、これの活用についてどうのこう

のという回答はできませんので、控えさせていただきます。 

○議長（和田寛司君） 川﨑議員。 

○３番（川﨑七洋君） 御答弁ありがとうございました。 

  みらいパークの件と町の駅の件とさまざま、いざこの祭りをするにはなかなか難しい問題

であるというところを承知いたしました。 

  大変難しい問題であるとは思うのですけれども、まずこの公民館に近い別の会場というも

のが用意できて、しかもそれが、もし仮にみらいパークのような場所であったならば、その

２会場をつなぐところに商店街がありましたので、この商店街の振興というところにもひと

つ発展するのかなと。それによって、２会場だけでなくて、その２つの通りをつなぐ商店街

の全体の振興というところを考えると、もっとこのお祭りがいいものに発展していくのかな

と、そういう思いがあっての質問でございました。 

  まず現状、大変難しいというところで承知いたしましたけれども、町の駅というところ、

それがただいま検討中というところでございましたので、ぜひこういった商店街の振興にも

つながり得る案であるというところ、念頭に置いていただきまして、今後検討を進めていた

だけたらなというふうに考えております。 

  では、これで一般質問を終わらせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○議長（和田寛司君） 次に、豊田孝夫議員の発言を許します。 

  質問方式は一問一答です。 

  豊田孝夫議員。 

〔６番 豊田孝夫君 登壇〕 

○６番（豊田孝夫君） 議席番号６番、豊田孝夫でございます。議長の許しを得まして、一般

質問をさせていただきます。 

  寒さが厳しくなってまいりました。本格的な冬到来という思いがいたします。大雪がもと

で災害が発生しなければよいと願っております。 

  さて、質問は２件ありまして、うち１件は６月の定例会に引き続き、当町の防災対策がど

のようになっているか、質問させていただきます。去る11月10日に開かれた自治会長会議で

も防災に関する質問事項が多く、関心の高さがうかがえました。 

  まず１点目ですが、五戸町では防災計画の見直しを数年前から行っているようですが、そ

の進捗状況はどのようになっているのか。またいつ終了し、地域住民に周知できるのはいつ

になるのか。６月定例会でのお答えにもその旨伺ってはおりましたが、期日については言及

していなかったような気がします。より具体的な時期を示していただきたいと思います。 

  ２点目ですが、防災計画の見直しのためにどのような組織編成をしているのか、担当者任

せにはなっていないだろうか、多少心配しております。 

  次に３点目ですが、避難所に指定されている施設、特に収容能力の高い学校施設に避難所

生活に欠かせない資機材、備蓄品を備えているかどうか。 

  ４点目ですが、避難所に指定されている学校等に対し、避難所開設の手順など、実地訓練

を行っているかどうかです。 

  そして５点目になりますが、さきの自治会長会議でも数件の質問がありました防災無線で

す。聞き取りにくいとの声があり、その対策としてどのようなことを考えているのか、お伺

いいたします。 

  ６点目ですが、役場職員を数名、防災士の資格取得者とならせることはできないものかど

うかです。防災計画の策定、防災訓練の計画のみならず、実際の災害に力を発揮していただ

けるものと確信が持てます。 

  次に、２件目になりますが、児童・生徒の登下校時の安全と安心を守るための対策につい

てであります。 

  子供たちが登下校時に交通事故に遭ったり、また犯罪に巻き込まれたりという全国のニュ
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ースを聞くにつけ、当町の児童・生徒に対する安全確保はどのようになされているのか。つ

い先日も県内在住の女子中学生が誘拐事件に遭い、東京で保護されたとの報道がありました。

田舎だから安心などと言ってはいられない状況になっております。ついては、次の各項につ

いてお伺いいたします。 

  １点目ですが、登下校時の交通事故防止について児童・生徒に対する指導はどのようにな

さっているのか。 

  ２点目、通学路の危険箇所の把握と安全対策についてであります。特に、徒歩通学をして

いる児童・生徒が心配でございます。 

  ３点目ですが、自転車通学を許可している場合の安全指導についてであります。交通ルー

ルの遵守は言うに及ばず、車両の安全運行のために自転車の保守点検も大事なことでござい

ます。 

  ４点目ですが、児童・生徒が誘拐等の犯罪に巻き込まれないための安全指導はどのように

行っているのか。家庭に対しても同様でございます。 

  ５点目は、児童・生徒に対して見知らぬ人からの声かけ事案があったかどうかです。他町

村では何件か見受けられるというふうなことです。県のホームページを見てもそのような事

案が何件か出ております。もちろん、犯罪目的の事案に限りますけれども。 

  最後に、６点目は交通事故防止、防犯対策を含め五戸警察署との連携はどのようになされ

ているのか。 

  以上、細かいのですが、児童・生徒の安全・安心確保のために地域を挙げて取り組みが必

要と思いますので、よろしく御答弁お願いいたします。 

〔６番 豊田孝夫君 降壇〕 

○議長（和田寛司君） 三浦町長。 

〔町長 三浦正名君 登壇〕 

○町長（三浦正名君） 私からは、五戸町の総合防災対策についての御質問にお答えいたしま

す。 

  初めに、１点目の防災計画の見直しについての進捗状況でありますが、議員からの御質問

と同様に、ことし11月に開催された自治会長会議でも見直し時期についての御質問があり、

回答しましたが、29年度中には策定し、30年度には町内全戸にダイジェスト版を配布したい

というスケジュールで考えております。 

  ２点目の、防災計画見直しのためにどのような組織編成をしているのかという御質問であ
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りますが、現在の町防災計画は平成18年３月に策定したもので、当時は旧倉石村との合併後

で早急に統合した防災計画を策定する必要があったことから、２町村の防災担当が協力して

策定したものであります。その後は、防災計画の見直し作業までなかなか手が及ばない状況

が続いておりましたが、平成29年度は何とか人員を確保し、総務課総務班が主体となり、各

課や関係機関等と連携し、協議しながら策定したいと考えております。 

  ３点目の、避難所に指定されている学校施設に避難所生活に必要な資機材や備品を備えて

いるかとの御質問でありますが、学校関係では、旧南小学校に毛布164枚、旧豊間内小学校

には毛布108枚を備えております。ほかの公共施設の備蓄状況でありますが、毛布は９施設

に合わせて2,000枚、発電機、投光機は12施設に各１式、飲料水は５施設にペットボトル

5,000本で2,500リットル、また図書館駐車場に約40立方メートルの貯水槽、非常食について

は５施設に600食となっております。 

  ４点目の、避難所に指定されている学校等に対し避難所開設の手順などの実地訓練を行っ

ているかという御質問でありますが、これまで学校関係では五戸高校の生徒会館しか避難所

として開設したことがなく、町として町立の学校については開設訓練を行っておらず、各学

校に任せる形でそれぞれ防災訓練を行っているのが現状であります。 

  ５点目の、防災行政無線が聞き取りにくいとの声が多くの自治会から上がっているが、そ

の対策としてどのようなことを考えるかという御質問でありますが、現在の新築住宅は気密

性が高くなっており、窓を開けないと防災無線の情報が聞こえにくくなっております。対策

としまして、まずは五戸ちゃんねるを利用し、防災無線の文字放送で周知することを行いた

いと考えております。その他、戸別受信機を設置することや防災ラジオといった手段も考え

られますが、設置にはお金がかかることやメンテナンスといった課題もありますので、まず

は五戸ちゃんねるを利用することを優先したいと考えております。 

  最後に、６点目の役場職員に防災士の資格取得者とならせることはできないかという御質

問でありますが、もちろん研修等に参加させることは可能でありますが、仮に災害担当者に

防災士の資格を取得させたとしても、数年すると人事異動により担当を離れてしまうことも

考えられます。防災士を育成することはとても重要ですので、役場職員に限らず、消防団員、

民間企業、自治会の方など、希望する方は研修を受け資格を取得できるような制度を創設す

ることを視野に入れて検討したいと思っております。 

  以上であります。 

〔町長 三浦正名君 降壇〕 
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○議長（和田寛司君） 髙橋教育長。 

○教育委員会教育長（髙橋正之君） 豊田孝夫議員の御質問に教育委員会からお答えいたしま

す。 

  ２つ目の児童・生徒の登下校時の安全と安心を守るための対策についてということでござ

いますが、まず１点目の登下校時の交通事故防止について、児童・生徒に対する指導につい

てであります。 

  このことについて教育委員会では、学期初め、あるいはまた有事の際に、国及び県からの

交通安全の確保の決定通知がありますので、その内容の周知の際に学校関係者との連携によ

る安全対策徹底についての通知をしているところであります。また、毎月開催されている校

長会においても折に触れ、交通安全確保についての指導を行っているところでございます。 

  各学校においては、それぞれの学区の交通事情に応じた指導と取り組みを行っております。

例を挙げますと、五戸小学校では、各学期初めの登校時には職員と保護者が校門前の交差点

や各地区の交差点、停留所等に立って安全を呼びかけております。下校時には、バス利用の

児童を五戸駅まで引率して送り届けている状況でございます。通年では、１カ月に１回、バ

ス利用に対する乗車指導を行っております。また、４月には交通安全教室の開催、そして１

年生の親子交通安全教室も開催しております。さらに、長期休業前は交通安全指導とお便り

の配布を実施しております。他校におきましても同様の取り組みがなされております。 

  次に、２つ目の通学路の危険箇所の把握と安全対策はということについてでございます。 

  町における通学路の安全対策については、近年、全国各地で登下校中の児童・生徒の事故

が発生し、特に平成24年には死傷者が相次いだことから、児童・生徒の安全確保に向け、文

部科学省、国土交通省及び警察庁から、通学路の緊急合同点検とその危険箇所の対策要請を

受け、学校、保護者、国土事務所、三八県民局地域整備部建設課、五戸警察署とともに点検

を行い、危険箇所の把握と対策を行っております。そして、この安全確保に向けた取り組み

を引き続き行うため、関係機関との連携体制を構築した五戸町通学路交通安全プログラムを

平成27年２月に策定しております。これらの取り組みにより、歩道のカラー化や、歩行者用

信号機の新設、及びスクールゾーンの設定など、多くの対策と改善がなされているところで

あります。 

  次に、３つ目の自転車通学を許可している場合の安全指導はについてですが、当町では、

自転車通学を行っている学校は五戸中学校と川内中学校の２校となっております。両校とも

保護者に対し自転車通学についての通知を行い、自転車通学希望者から自転車通学許可証を
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願い受けて、４月に交通安全教室を開催の上、警察より自転車の正しい乗り方と整備の仕方

についての指導を受け、その後に自転車通学を許可しているところであります。 

  次に、４つ目の児童・生徒の誘拐等の犯罪に巻き込まれないための安全指導はどのように

行っているのかについてであります。 

  教育委員会では、長期休業前の校長会において安全指導を指示しているほか、県内におい

て不審者情報があった際には、すぐに学校への情報提供と注意喚起を促し、指導を行ってお

ります。また、各学校においては主に次のような指導を行っております。家庭訪問により通

学路の危険箇所の把握。部活動後の下校指導。長期休業前における連れ去りや声かけについ

ての指導。テスト期間、長期休業中の学区巡視。そして、五戸警察署との連携による不審者

対応避難訓練等を通しながら、児童・生徒が誘拐等の犯罪に巻き込まれないための指導を行

っております。 

  次に、５つ目の、これまでに児童・生徒に対し見知らぬ人から声かけ事案があったのかに

ついてでありますが、具体的な件数を申しますと、昨年度に小学校で１件、ことしの９月に

小学校で１件の事案が発生しております。中学校ではございません。ことし９月の小学校で

のこの１件は、女性のちょっとお年を召した方から子供に声をかけたという、そういうふう

なことで、これは声かけ事案になるのかどうかわかりませんけれども、子供が学校に報告さ

れたということでございます。 

  最後に、交通事故防止、防犯対策を含め五戸警察署との連携はどのようになされているの

かについてでありますが、教育委員会では、先ほど通学路の危険箇所の把握と安全対策のと

ころで触れました、五戸町通学路交通安全プログラムに基づいた内容の協議、あるいは学校

警察連絡協議会の会合、別名、これは学警連と申します。また、不審者情報の提供等を通じ、

連携を図っております。そして各学校においては、さまざまな活動の中において連携を行っ

ております。それらの一部を紹介しますと、春の交通安全教室開催、朝の交通安全指導や、

リトルジャパンチームの結成と活動、交通安全パレードの実施、児童による交通安全隊員と

しての安全歩行の呼びかけ、不審者避難訓練、五戸地域生徒指導連絡協議会、参観日におけ

る講話などにより、連携を図っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） お答えありがとうございました。防災関係のほうも大変ありがとうご

ざいます。 
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  防災関係なのですけれども、１点目のところなのですが、策定は29年度中というふうなこ

とですよね。以前から出ているのに、もう３年も４年もたってからやっと来年度から策定す

るというふうなことはどういうことなのでしょうか。そしてまた、30年度、１年もたってか

ら地域住民の方々に周知すると。これをもっと早めることはできないものかどうか、ここの

ところをよろしくお願いいたします。 

○議長（和田寛司君） 佐々木総務課長。 

○総務課長（佐々木万悦君） 今、豊田議員からの御質問でございますけれども、もうちょっ

と早くできないかということです。 

  町長が答弁いたしましたけれども、平成18年３月に現在の防災計画を策定しております。

その前の年が合併の年でありまして、統合の防災計画を至急つくらなければいけないという

ことで、当時は旧倉石村の防災担当と、五戸町の防災担当、それから班長で、３人体制で作

成したのですけれども、その後、町の行政改革ということで人員が減ってきまして、申しわ

けないのですけれども、見直しはしたいと思ってもなかなかできないような状況でありまし

た。その辺は非常にうまくなかったなというふうには考えております。担当者任せにするの

ではなくて、班として今後進めていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） 何か、やはり大変に少ない人数で策定してきたというふうな経緯があ

って、時間がかかっているのはわかります。ただ、時間がかかるのはわかるんですが、それ

が少しずつでも動いていればいいんですけれども、全く動いていないような時期があったん

じゃないかなというふうなことが危惧されます。その答弁の中からもそういったところがう

かがうことができます。 

  私の手元の中に五戸町の防災計画の修正案、18年３月のやつがあるのですけれども、これ

も全部一通り目を通しましたけれども、少し直すだけで十分使えるものがたくさんあります、

これはですね。ですから、東日本大震災があった後であります。もう既に、もう５年もたつ

ことになりますけれども、ですからそういったことを少し加味すれば、これも非常によくな

ると思います。せっかくページ数が50ページぐらいあるものですから、これをベースにして

つくればさほど難しくない。そしてまたスピード感を持って取り組むことができるんじゃな

いかなと思いますので、ここのところを29年度から取りかかるんじゃなくて、早速もう年明

けたらば取り組むというふうな姿勢を示してもらいたいと思うのですが、ここのところ、い
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かがでございましょうか。町長の御所見はいかがでしょうか。 

○議長（和田寛司君） 三浦町長。 

○町長（三浦正名君） これまでおくれてまいったことは、大変申しわけなく思っております。

すぐやれということで、でも29年度、あと４カ月ない、３カ月ちょっとですので、また人事

異動も絡んでまいりますので、やはり取りかかったら同じ人がずっとやらなければならない

作業だと思いますので、若干時間をいただきたいなと思っています。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） 若干、時間いただきたいというふうなことなのですけれども、私の考

えからすれば、担当者は役場職員だけじゃなくて、いろんな各階層の方々から入ってもらっ

てはいかがかなと思うのですよね。例えば、地域住民の中から何名か入ってもらってプロジ

ェクトチームをつくって、そして役場の方が中心となってそれをまとめてつくっていくと。

地域住民の考えも入れながらつくったほうがより、何かあったときの対応が非常にしやすく

なるかと思います。もちろん、自主防災組織も各地区につくられている状況でございますの

で、それらの活用も考えながらやっていかれれば大変質の高いものがつくることができると

思いますので、ここのところ、これからの検討課題にして動いてもらえれば大変ありがたい

かなと思いますので、そこのところをよろしくお願いいたします。 

  １点目についてはそれでまず結構ですが、２点目もそうですね、組織編成もそのようでご

ざいます。地区の防災計画については、内閣府で平成26年３月に地区防災計画のガイドライ

ンというのを出しているのですね。これ多分、もう既に見ているかとは思うのですけれども、

その中でも地区の防災計画というふうなイメージの中で、基本的な考え方とか、地区の特性

とか、そういったものが全部入っていますので、これらを参考にすれば十分いいものができ

るかと思います。今の地震、五戸町のやつも、これも非常に中身としてはいいものでござい

ますから、これらを修正するだけで非常にいいものができるかと思いますので、期待はして

おりますので、早目に動かれることを期待しております。 

  次に、３点目のところなのですが、避難所生活に欠かせない必要なものがありますね。や

はり水とか食べ物とか、それらもいろんな施設に分散されているというふうなことなのです

けれども、例えば学校あたりでは、学校のどこの場所にこういった備蓄品は備えてあるもの

かどうか。私は五小でちょっと今、五小の評議員もやっているのですけれども、伺ったら、

余り校長先生もつかまれていなかったようなので、ここのところの指導は教育委員会のほう

ではどういうふうになさっていましたでしょうか。 
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○議長（和田寛司君） 佐々木教育課長。 

○教育委員会教育課長（佐々木 啓君） 教育委員会のほうでは、特に指導はしておりません。

ただ、今そういうものでちょっと聞きましたところ、まず五小ではそういうものを、そうい

うものといえばあれですけれども、保管する場所がない。まずガラス張りが多くて日が当た

る、またあいている教室がないということです。そのほかでもまず同じようなこと、またあ

る学校では、教室、１教室ぐらいだったらあいているのでいいという学校もありました。 

  以上でございます。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） 学校ですね、施設によってはなかなか備蓄品を保管しておく場所がな

いというふうなことなのですね。 

  あるところではコンテナ、わかりますか、コンテナって荷物運びするやつなのですけれど

も、それの中をちょっと改造して、その中に食料とか、水とか、毛布とかを備えておくと。

水とか食料については、これは消費期限がありますから、その消費期限が迫ったものから順

次仕入れをして新しいものと入れかえすると。そういった設備を、学校であれば、コンテナ

等を利用してその中に備蓄品を納めておくというふうなことにしておかれれば、屋外でも十

分それらの保管には耐え得ることができますので、そしてまた保管とか、またコンテナも移

動もしやすいかと思いますので、そこのところですね、これから備蓄品を備えていただける

ものかどうか、これは総務課の担当になるかと思いますけれども、その辺のところはいかが

でしょうか。 

○議長（和田寛司君） 佐々木総務課長。 

○総務課長（佐々木万悦君） 今教育課長が申したように、学校はなかなか保管する場所がな

いということです。特に毛布とかすごいかさばるものですから、丸々教室が埋まってしまう

とか、そういうふうになってしまいます。今、毛布は結構あるのですけれども、保管する施

設として、今話ししたようにコンテナというか、食料なんかもそうですけれども、毛布もそ

うですけれども、ネズミとか入るようなところはちょっとうまくないので、そういうところ、

ちゃんと対策されたような建物というか、のほうがいいというふうには思います。そういう

ところも考えて、これからいきたいと思います。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） ネズミの心配なされているようなのですけれども、コンテナは金属の

ものでございますので、恐らくすき間もほとんどない、密閉性も高いというふうなことにな
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りますから、そのネズミの害の心配は余りしなくてもいいんじゃないかなと思います。 

  ただ、これを設置するか、しないかというのについては町の意向もあるかと思いますが、

ここのところは、町長の考えはいかがでございましょうか。五小あたりにコンテナを活用し

て、避難生活に必要な備蓄品を備えるというふうなことについてはいかがでしょうか。 

○議長（和田寛司君） 三浦町長。 

○町長（三浦正名君） 学校個々に、やはりそういった防災という意識を持つとともにそうい

った非常時の場合の備蓄、これもやはりある程度必要なのだろうなと思います。ただ、場所

についてはいろいろ学校の状況によって違うようでございますけれども、教育委員会のほう

で学校側と今後、十分相談していただいて、できればそういうコンテナとか、そういうのが

使用できるのであれば、それも一つの方法ではないのかなとそう思っています。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） ありがとうございました。前向きに検討なさってくださるというふう

なことと受け取りました。ありがとうございます。 

  次に、４点目でしたけれども、避難所開設などの実地訓練なのですけれども、実は五戸町

の防災計画の中で、防災訓練というページが37ページにあるのですが、この中によく見たら

避難所の開設のやつが載っていないのですね、よく見たらですね。これ、ちょっと残念なこ

となのですけれども、やはり避難所は非常に大事なところです。避難と避難誘導訓練はある

のですが、避難所開設の訓練というのはないですね。そういったところを細かく見ていくと、

直せるところは直しておけば非常にいいものができるかなと思っておりますので、よろしく

お願いを申し上げたいなと思っています。 

  これはよその町村の例で言っちゃって大変申しわけないのですが、一番近いところでは八

戸市ですね、八戸市の避難所開設運営というマニュアルつくっているのですね。小さい小冊

子なのですけれども、中に消防署、何だっけ、これ、防災戦士ダッシュ119と、それから小

林市長と、市長が写真入りで出ております。八戸市は非常に、この間の東日本大震災でも被

害のあった地区ですので、そういった避難所開設については特に力を入れているように見受

けられます。これ、八戸市のホームページから受けることができますので、一度参考にして

みてもらえれば非常にいいかなと思います。これはこの間の自治会長会議の中でも、ちょっ

と皆さんのほうにはお知らせはしたのですけれども、非常にわかりやすくつくられておりま

すので、参考になる部分が非常に大きいです。 

  それから、よその町村の例であれば、県外の状況であれば、避難所の運営マニュアルの様
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式については、これは愛知県のやつが非常にできがいいです。これ、私らが防災士の…… 

○議長（和田寛司君） ただいまの発言は一般質問ですか。 

○６番（豊田孝夫君） 違います。失礼しました。ただ、紹介しておくだけでございます。 

○議長（和田寛司君） 一般質問に移ってください。 

○６番（豊田孝夫君） 失礼しました。といったことでございますので、ひとつ、こちらもよ

ろしくお願い申し上げたいなと思っております。 

  次に、５点目ですが、防災無線、これ非常に聞き取りにくいというふうなことがありまし

たので、その対策ですね、先ほど戸別受信機の設置等というふうなことがありまして、それ

らについては費用、メンテナンスの面でかなり時間とお金もかかるというふうなことのお答

えでした。 

  そこで、五戸ちゃんねるの活用はできないものかどうかですね、五戸ちゃんねるの活用。

例えば災害があったときに、五戸ちゃんねる、12チャンネルなのですが、自動的にチャンネ

ルが切りかえるとか、それから電源が入っていないとき、電源を入れて注意喚起を促すとか、

そういったことが構造上できないものでしょうか、システム上ですね。ここちょっと、どな

たかわかる方があれば、お答え願えればと思います。 

○議長（和田寛司君） 小村企画振興課長。 

○企画振興課長（小村一弘君） 今の豊田議員から質問のあった内容については、ちょっとシ

ステムの改修等が必要になってきますので、ちょっと無理があるかと思います。 

  それで現在、防災無線が聞き取りにくいという行政連絡員等の会議を受けて、既にその防

災無線情報の提供、そしてまた災害情報等があった場合についての提供を行いますよという

ことで、五戸ちゃんねるで流して、既にもう実施しているところであります。後でごらんい

ただければと思います。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） 災害情報は私も時々見ていましたけれども、それらを、何というのか、

今の技術で、システムで電源を入れたり切ったりはできないものかどうかですね。ＮＨＫあ

たりはたしか出しているような気がしたのですね。夜中でも電源ばんと入れたりとか、そう

いったことあります。 

  それから、スマホ、携帯電話のメール、エリアメールですね、これらも活用しているよう

ですので、そういったことが今の五戸ちゃんねるを活用してできないものか、それをやると、



－６１－ 

いわゆる防災無線の音がとれにくいところでも、住宅の中でも、その情報を即座に受けるこ

とができるので、非常に防災上はよくなるのではないかなと思いますので、これもひとつ検

討課題としていただければ大変ありがたいので、企画課のほうでひとつ、そこら辺のところ

をよろしくお願いいたします。 

  次に、６点目でちょっと私、質問しておきましたけれども、役場職員を数名、防災士資格

を取ってもらったらどうですかというふうなことです。お答えが、異動があるからちょっと

厳しいというふうなことなのですけれども、毎年、例えば１人ずつ防災士の資格を持っても

らうと、四、五年たちますと４名から５名集まるのですよね。その方々だけでどこの課にも

属しない特別課というふうなものを設けて防災関係の、いつもその課で一緒にいるのではな

くて、例えば１週間に１回、もしくは１カ月に１回、その特別課を動かして、その防災士の

方々だけ、または防災担当の職員たちと一緒にいろんな活動をする、仕事をすると。そうい

ったことができないものかどうかです。そこのところ、お伺いしたいと思います。 

○議長（和田寛司君） 佐々木総務課長。 

○総務課長（佐々木万悦君） 町長が言いましたように、職員は異動というのはつきものなの

で、何年かすると動くと。その消防担当が防災士の資格持って、次のまた消防担当も防災士

の資格持ってというような形であれば、数年すれば何人かは、数年というか、できるかなと

いうふうに思います。 

  今こちらのほうで考えているのは、消防の分団長さんが、これは特別なのですけれども、

この防災士の養成研修とか、資格の試験とか、講習とかを免除されるという部分があります。

これについては手続だけで8,000円程度費用負担すれば取れるということで、これを先に進

めたいなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） そのとおりです。消防分団長以上の方は、申請して履修確認テストを

受けると防災士の資格を取ることはできます。つい最近、青森県でも防災士の資格を取るた

めの講習会が十和田市であったのですね、先週の３、４日だったかな、２日間にわたって行

っていました。 

  申請してただもらえるよりは実際に講習会に行ってやってみたほうが、中身が非常に濃い

ですし、ぜひそちらの講習会で、分団長の方もその講習会のほうに参加して資格取得される

ことがいいんじゃないかなと思います。確かに費用は若干かかります。先ほど総務課長言っ
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ていました手数料8,000円よりは若干高くかかりますけれども、質の高いものを受講するこ

とができるので、この点はいいのかなと思います。 

  私、ちょっと気にかかっているところあったのですが、たしか年度当初でしたか、五戸町

で防災士資格持った方、定年で退職された方、再雇用されたかと思うのですけれども、何か

お話によりますと、非公式のお話なのですが、その方が退職されたとかということを伺った

のですけれども、防災士の養成に関係することですので、ここのところはどのようになって

いましたでしょうか。これも総務課長ですかね、お願いします。 

○議長（和田寛司君） 佐々木総務課長。 

○総務課長（佐々木万悦君） そのとおりでございまして、ただこれは全く個人的な理由によ

り退職されたということです。うちのほうとしては、防災士の資格持っていた方なので非常

に期待していたところでございましたけれども、ちょっと残念な結果でございます。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） 個別の個人の御都合でやめられたというのであれば、これはやむを得

ないのですけれども、やはり防災士の資格持っている方があるとなしでは大分違いますので、

そこのところ、これからできるだけ早目に養成していただければ大変いいのかなと思います

ので、よろしくお願いいたします。及ばずながら私も少しはお手伝いできますので、そうい

ったことでよろしくお願い申し上げたいと思っておりました。 

  以上、防災関係については、時間も段々少なくなってまいりましたので終わりますけれど

も、次に、児童・生徒の登下校時の安全対策についてでございます。 

  まず、１つ目の交通事故防止について、いろいろと学期初めとか、いろんなことがあった

ときに周知しているというふうなことであります。校長会、それからまた保護者の方々にも

同様に安全対策を行っていると、指導していますよというふうなことなので、これについて

は特に問題はないかなと思っております。このように進めていただければ、大変いいかなと

思います。 

  次に、２点目だったのですが、通学路の危険箇所の把握と安全対策でございます。 

  つい先日も児童の列の中に軽トラックが突っ込んで児童の方がけがとか、亡くなったとか

というふうなニュースを聞くにつけ、非常に徒歩で通学している子供たちは大変だなと思い

ます。これは幾ら当人たちが気をつけてあっても、これはどうしても防ぐことができない不

可抗力な部分があるわけなのですけれども、じゃ、それらを未然に防ぐように何らかの手だ

てをしなければならないのではないかなというふうな気はします。例えば、歩道の縁石を若
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干今までよりも高くするとか、車が乗り入れてこれないような状況にするとか、そういった

ことが必要じゃないかなと思います。そしてまた危険箇所のハザードマップですね、標識等、

ここはちょっと危険だから注意してくださいよというふうな形で、児童・生徒に対する注意

喚起をする表示があってもよいのではないかなと思いますけれども、そこの辺のところはど

のようになっていますでしょうか、また、これからはどのようになさっていくかというふう

なことをちょっと教育委員会のほうからお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（和田寛司君） 佐々木教育課長。 

○教育委員会教育課長（佐々木 啓君） 各学校においては、ハザードマップをつくっていま

すので、それを一応参考にしまして、教育委員会のほうでも見れるように収集していきたい

と思います。あと、道路に関してはちょっと私たちのほうではできないと思いますので、要

望等はできるのかわかりませんけれども、まず危険箇所のマップの収集については検討して

いきたいとは思っています。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） やはり危険箇所を児童・生徒にお知らせしておくというふうなことは、

危険予知訓練という観点から見ても非常に有効になるかと思いますので、こういったところ

は非常に大事になってくるかと思います。同様に、道路に表示する標識で掲示するというふ

うなことも必要になってきますので、そういった必要な場所にはできるだけ早目に対策を講

じておかれることを望みたいと思います。 

  次に、３点目ですが、自転車通学関係ですね、今のところ、五中と川中のみ認めていると

いうふうなことですね。 

  ただ、非常に怖いのは、夏場はまだいいのですが、明るいからいいのですけれども、夕方

ですね、秋の夕方、時々無灯火で自転車をこいでいる生徒を見かけるんですね。私もびっく

りしたことあります。いきなりこう暗がりから自転車が飛び出してくるというふうなことが

あったものですから、やはりその辺のところの指導を学校はどのようになさっているのか、

ここもちょっとお答え願えればと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（和田寛司君） 佐々木教育課長。 

○教育委員会教育課長（佐々木 啓君） 学校のほうでも指導はしていると思いますので、再

三というわけではないのですが、いろいろ常に指導するようしていきたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） まず、多分指導されたほうは、ああ、そうですかと、はい、わかりま

したというふうなことになるかとは思うのですけれども、それに乗っている車両の保守点検

についてはどうなのでしょうか。学校のほうで時々検査とかなさっているものかどうか。車

両の検査ですね。明かりがちゃんとつくかどうか、ブレーキがしっかりきくかどうか、ある

いはまた通学途中、ヘルメットを着用しているかどうか、この辺のところの保守点検関係指

導についてはどのようになさっていますでしょうか。 

○議長（和田寛司君） 佐々木教育課長。 

○教育委員会教育課長（佐々木 啓君） ヘルメットに関しては、最近はちょっと把握してお

りませんでした。 

  それとあと整備のほうなのですが、春の交通安全とかよくありますが、そのときに自転車

の交通安全教室、各学校で行い、そこで整備とかを一緒にしながら、何ですか、ＴＳマーク

ですか、整備されたものについてはそのマークを張っておくという、そういう形でやってい

ると思います。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） わかりました。 

  自転車のまず通学、特に何かヘルメットのほうについては、まだうまく把握していないよ

うなのですが、こちらのほうも強力に学校に伝えるか、もしくは保護者の方にも周知して、

自転車乗るときは必ずヘルメットを着用してくださいよとそういった指導を、ひとつ徹底し

てやってほしいなと思っております。 

  次に、４点目でございますけれども、児童・生徒が誘拐等の犯罪に巻き込まれたりするこ

とがあれば大変ですので、それらの安全指導はどのようになさっているかというふうなこと

に対しては、長期休業の前に一言指導しているというふうなことではあるのですけれども、

これに対してもう少し深く突っ込んでいくと、これらを地域を挙げて守っていくことができ

ないかどうかということですね。 

  私が前に勤めていた新郷村なのですが、そこではこども110番というふうなことがありま

して、ＰＴＡとか何かと学校が、それから警察等、連携してやっていたのですけれども、実

際に実地訓練もやっていました。たまたまうちの職場がその実地場所になったものですから

中身をちょっと詳しく聞いたのですけれども、こども110番という名称でやっていたんです
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ね。今はこども110番、こども・女性110番の家とかというふうなことでなさっているようです。 

  たまたま９月の定例会で、これちょっと110番取り上げたかったのですけれども、そちら

行政のほうは全く関与してなかったのですね。ですから取り下げた経緯はあったのですが、

その後、その前に、まず警察の生活安全課の担当課長ともうちょっと話ししたのですけれど

も、実は警察でも今、そのこども110番についての調査はしていると。もうつくられてから

十数年ぐらい経過するのですけれども、実際問題どこがどこから来たのかちょっとわからな

いというふうな話だったんですね。県の防犯協会でやったものかどうか、または警察主導で

やったものかどうか、ここはちょっと定かではないのですけれども、今ちょうどその調査を

やっていましたと、いいときに来てくれましたというふうなことでお話を伺いました。そう

したら、その担当の課長さんがさまざま、多分半年ぐらいかけて調査したかと思います。五

戸町内ですね、五戸町内というか、五戸警察署管内全部を担当して回ったみたいです。そう

したら、まだ100軒ぐらいのところでは、そのこども110番の看板もかけているし、そしてま

たその経緯もわかっていらっしゃるというふうなことだったのだそうです。 

○議長（和田寛司君） 質問は簡潔にお願いします。 

○６番（豊田孝夫君） はい。 

  そこで、やはり子供たちの安全を守るためには地域を挙げて取り組まなければならないと

思いますので、このこども110番を活用することも考えてみてはどうかなというふうな気が

します。ここのところについては、教育委員会はどのように考えているのか、ちょっとお答

えをお願いしたいなと思っております。 

○議長（和田寛司君） 佐々木教育課長。 

○教育委員会教育課長（佐々木 啓君） 今の段階では、まずどういうふうにすればいいのか

もわからない状態にあると思いますので、もう少し様子を見て考えたいと思います。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） こども110番については、県警のホームページ見ても載っています。

こういうふうに、私はちょっとぺらっと出しましたけれども、これらも使うことができます

ので、せっかくまだこども110番があると、その家であるというふうなことをわかっていら

っしゃる家庭がいるものですから、やはりせっかくあるものを活用しない手はないかなと思

います。これらもボランティアでやっている方々がほとんどです。本当に地域で守っていか

なければならない、子供たちを地域で守らなければならないという思いがそうさせているの

ではないかなというふうな気はしております。ぜひこれ、前向きに検討してもらえれば大変
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ありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、５点目ですけれども、声かけ事案がやはりあったということです。27年度１件、28

年度も１件というふうなことで、中学生はないというふうなことだったみたいですけれども、

犯罪目的の事案に限ると私、書いていましたけれども、声かけが犯罪目的なのか、例えば、

ただ単にその子供がかわいかったからちょっと声かけをしてみたものか、多少ニュアンスの

違いはあるかもしれませんけれども、ここのところはどうなのでしょうか、そういった犯罪

性があったものかどうか、そこをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（和田寛司君） 髙橋教育長。 

○教育委員会教育長（髙橋正之君） ここに報告にあるのは犯罪性のあるものではないという

ふうに考えておりますが、ただ我々はそれをどう判断するかというと、情報が全部、各学校

に入ってきます。こういうことが八戸市で実はこういう声かけがあっただとか、そうしたと

きに何カ所かでずっと継続して行われた場合だとか、そういう場合は、これは事件性がある

のかなとか思っております。 

  ただ、今回の場合は、女性の方が子供に声をかけたと。逆に、その子供がめんこくてめん

こくて、そういうことで、どこからどこの学校に行っているのだとかと話しかけたくて声か

けをしている。だから小さい子供は、それもやっぱりこういう人に知らない人から声をかけ

られたということで報告をしているわけですが、その辺が微妙に難しいところがあります。

かつて学校では、知らない人から声かけられても挨拶をしなさいよとこういう指導をしてき

たものです。ところが今は、知らない人から声かけられたときも知らないふりをしなさいと

いうふうな、そういう道徳的に、教育的に非常にこれは難しいことになったなというふうな、

余計なことを言いました。そういう状況でございます。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） ありがとうございます。ちょっとさまざま、人を見たら泥棒と思えと

いうふうな時代になったのかなというふうな気がしますけれども、ちょっと残念なような気

がします。恐らく、その声かけた方も他意はなかったのかなと思うような気がします。 

  最後に、６点目ですけれども、交通事故防止、防犯対策を含めて五戸警察署との連携はど

のようになさっているのかというふうなことでお答えしていただきましたけれども、学警連、

それからジャンプですか、そういった組織がありますよというふうなことだったのですけれ

ども、このジャンプについてちょっと詳しくお伺いしたいのですけれども、よろしいでしょ

うか。 
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○議長（和田寛司君） 髙橋教育長。 

○教育委員会教育長（髙橋正之君） このジャンプにつきましては、簡単に申しますと、子供

たち、中学生が最初でございました。五戸中学校にもこの組織がありまして、そして何をす

るかというと、改めてその防犯だとか、いわゆる危ないまねをするだとか、そういうことで

ございますが、生徒同士の中で、いわゆるこういうことをすると非常に人に迷惑をかけるだ

とか危ないと、予知ですね、危険なものに対する予知能力を育てるということで、いろいろ

な集まりの中で部活をやりながらもお互いに助け合うだとか、そういうふうなことで、防犯

にそういうことを役立てていこうということで、年に２回ほど警察署に集まって会議を持っ

ているということになっております。私も毎回それには参加するようにして、話をしたりな

んかしてきております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） ありがとうございます。もうちょっと詳しくお伺いしたいのですけれ

ども、そのジャンプの構成メンバーとかですね、これらは生徒が全部入るわけでしょうか、

違うのですか、いかがでしょう。 

○議長（和田寛司君） 髙橋教育長。 

○教育委員会教育長（髙橋正之君） 全生徒ということではないのですが、例えば五戸中学校

に指定されてきた場合には、全校生徒、３年生を中心にですね、先立ちになって、そして組

織ですから、ほとんどの子供がそこに入るということに今はなっているようでございます。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） さまざまお答えいただきまして、本当にありがとうございました。わ

からないところもかなりあったのですけれども、それらについては、また次の機会にさせて

いただきたいなと思っております。 

  以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。大変どうもありがとうございました。 

○議長（和田寛司君） これをもって「一般質問」を終結いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

  明13日は午前10時から本会議を開きます。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

午後２時３３分 散会 



 



－６９－ 

五 戸 町 議 会 第 ９ 回 定 例 会 会 議 録   第 ３ 号 

 

議   事   日   程        第 ３ 号 

平成２８年１２月１３日（火曜日）午前１０時開議 

第 １  議案第９２号から議案第１１５号まで  （質疑、委員会付託省略、討論、採決） 

第 ２  議案第１１６号 教育委員会委員の任命について         （町長提出） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 本日の会議に付した事件 

 日程第 １  議案第９２号から議案第１１５号まで 

（質疑、委員会付託省略、討論、採決） 

 日程第 ２  議案第１１６号 教育委員会委員の任命について      （町長提出） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 出席議員  １８名 

議 長 和 田 寛 司 君 副 議 長 大久保   均 君 
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５ 番 大久保 和 夫 君 ６ 番 豊 田 孝 夫 君 

７ 番 髙 山 浩 司 君 ８ 番 大 沢 義 之 君 

９ 番 若 宮 佳 一 君 １ ０ 番 尾 形 裕 之 君 

１ １ 番 松 山 泰 治 君 １ ２ 番 大 沢   博 君 

１ ３ 番 川 村 浩 昭 君 １ ４ 番 沢 田 良 一 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 欠席議員  な し 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 事務局出席職員氏名 

事 務 局 長 川 﨑 貢 義 君 調 査 班 長 櫻 井 篤 史 君 
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○ 説明のため出席した者の職氏名 
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午前１０時 開議 

○議長（和田寛司君） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしたとおりであります。 

〔諸般の報告（１８） 巻末掲載〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 日程第１「議案第92号から議案第115号まで」の24件を一括して議題

といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  大久保均議員。 

○２番（大久保 均君） 議案第95号について若干質問いたします。 

  五戸町農用地保全条例案ですけれども、これの条例は、農地を守るという意味からも、ま

た、町の開発という意味からもすばらしい条例だと思っております。 

  そこで、条項について若干質問させていただきます。 

  この第４条の町の債務といたしまして、この条例は振興条例計画を策定して、これを推進

していくということですけれども、これは開発業者から申請があった、その個々に計画を策

定するのか、１点、その辺をお聞きします。 

○議長（和田寛司君） 畑山農林課長。 

○農林課長（畑山敦夫君） そのとおりで、開発業者が本来農用地区域であれば一定の要件を

満たしてなければ開発できないわけですが、その農用地がほかの用途で利用したほうが地域

の振興に資するという町の判断が出た場合は、その地域を区域とした、この振興条例計画と

いう計画をつくることになりますので、そういう必要のある土地が出た場合に、その部分に

ついて計画作成するということになります。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 大久保均議員。 

○２番（大久保 均君） そういう、個別であるということですので、これは逆に言うと、そ

の年度内に数件あった場合、それを一括で計画していくのか、個別で、それ、別々ですけれ

ども、そのやっていく時間的なロスとか、そういうのは今後検討しなければならないのかな

と思っています。 

  そこでお伺いしますけれども、この計画の中で、町民と協力して、これは２項の中で、町
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民と協力して行わなければならないと。この町民という意味なんですけれども、第２条の要

綱の定義では、町内に居住するというふうに書いてありますけれども、この町民の範囲がど

の辺までなのか。その地域の方々なのか、町内全体の町民を指しているのか。その辺ちょっ

とお聞きします。 

○議長（和田寛司君） 畑山農林課長。 

○農林課長（畑山敦夫君） この計画自体が、その農用地以外に利用する土地を含む区域で、

この区域につきましては、集落単位を基本として町長が定めるということにしておりますの

で、この町民というのはその区域を含む集落の住民というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 大久保均議員。 

○２番（大久保 均君） そこで、この農振地域が黄色く塗られている部分から白地になるわ

けですよね、これやると。そうなったときに、農振計画のほうはよろしいんですけれども、

今度はこの転用にかかわる問題で農業委員会のほうにちょっと質問させていただきますけれ

ども、この計画を策定しても農振除外となるのかどうか。転用申請しなくてもいいのかどう

か、その辺をまずお聞きします。 

○議長（和田寛司君） 齊藤農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（齊藤武美君） ただいまの質問に対してですけれども、もし農振地域

を白地にしたとしても、農地は農地であるため、転用は必要となります。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 大久保均議員。 

○２番（大久保 均君） 農業委員会の局長が言いますように、農地でありますので、転用は

必要だと思います、私も。 

  その場合、町では１種から３種まで農地があると思うんですよ。その１種農地がこの保全

条例に基づいて白地になった場合に、ほとんど１種農地については転用許可が不許可という

国・県の通達があると思うんですけれども、これをやることによって、制度を、条例を整備

することによって、その１種農地でもその可能性があるかどうか、その辺をまず。面積によ

ると思いますけれども、その辺をまずお聞きします。 

○議長（和田寛司君） 齊藤農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（齊藤武美君） ただいまの件に対して、おおむね集団農地としては10

ヘクタール以上となっておるんですけれども、そこまで10町歩となればかなりの面積になる
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んですけれども、小さい面積でも、第１、第２種農地等がありますけれども、これは県と協

議しながら、県の許可、意見を聞きながらしなければならない事業でありますので、それに

前もって県からも確認をとりました。そうすれば、まだはっきり決まっていないんですけれ

ども、この条例によって緩和されるということが一言ありました。今後、協議しながらいき

たいと思っております。 

○議長（和田寛司君） 大久保均議員。 

○２番（大久保 均君） こういう条例案が提案されて、可能性はあると。農振農用地区域が

白地になるということで、これから何らかの町で誘致する企業とか、そういう物件がある場

合は、本当にこれを利用して短時間で転用の許可がおりられるように、県のほうに働きかけ

していただきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） ほかに質疑はありませんか。 

  沢田議員。 

○１４番（沢田良一君） 115号について質問いたします。 

  ページは６ページの左の下のほうでございますが、資本的支出の中で、建設改良費の病院

機器備品費とありますが、それが当初は2,905万２千円のものが補正で188万９千円でトータ

ルで3,000万近くになっておりますが、これはどういう器械を購入したのか説明をお願いい

たします。 

○議長（和田寛司君） 服部総合病院事務局長。 

○総合病院事務局長（服部 勤君） ちょっと名称は忘れましたけれども、医療機器が壊れた

もの、更新するものを購入しております。レントゲン、眼底検査器の器械等が壊れておりま

したので、それらを更新しております。あとほかに３種類の器械を更新しております。今回

の188万９千円も、ドクターが使う医療機器を更新したいということで補正にのせておりま

す。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） よろしいですか。 

○１４番（沢田良一君） はい。 

○議長（和田寛司君） 豊田孝夫議員。 

○６番（豊田孝夫君） 議案第94号と、関連がありますので96号について御質問いたします。 

  五戸町農業委員会の委員等の定数が変わりまして、そしてまた、新たに農地利用最適化推
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進委員が設けられるわけなんですけれども、会議の頻度ですか、定例会もしくは現地調査あ

るかとは思うんですけれども、それらの会議の頻度、そしてまた、定数が現行に比べると

150％、いわゆる５割増しになるわけなんですけれども、それに伴う予算措置はどのように

なっているのかお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（和田寛司君） 齊藤農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（齊藤武美君） ただいまの豊田孝夫議員の質問にお答えします。 

  先に農業委員の定数は150％で35人、農業委員19人、農地利用最適化推進委員は16人、計

35人となりますが、それに対しての予算措置としては、これは新年度の予算で、人数掛ける

報酬で新年度の予算に上げますが、そのほかに活動記録などがあります、個々に。それらは

実績によって国のほうから後付けで予算が来ることになっております。 

  その内容としては、実績活動及び、例えば耕作放棄地を解消させた面積とか、それらをト

ータルして案分して国から総額で来ます。それをうちのほうで個々に分け、活動の委員、推

進委員の方々に報酬として差し上げることになります。幾らかというのはまだはっきりして

いません。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） 会議の頻度はまだお答えになっていませんけれども、そこをよろしく

お願いします。月に何回ぐらい開くとか。 

○議長（和田寛司君） 齊藤農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（齊藤武美君） 失礼しました。会議の頻度なんですけれども、農業委

員は月２回以上で、トータルで年に20回くらい来ます。それに、推進委員も１人平均月２回

実施するような指導を行います。それに対してもの予算措置も考えております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） これらについては、上部団体、いわば国からの指標というのはないも

のですか。どうなんでしょう。 

○議長（和田寛司君） 齊藤農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（齊藤武美君） これらは三八の連絡協議会の委員会がありますけれど

も、それらは他市町村が実施しているのを聞きながら計画を立てたんですけれども、やはり

２回くらいが限度ではないのかと。それ以上は幾ら予算があっても、やる人はやる、やらな
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い人は全然やらないとなれば、均等がとれないということになりますけれども、それを余り

にも極端過ぎると大変ですので、２回程度が、大体聞けば、そういうふうになっているみた

いで、それに従ってやっております。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） もう一つなんですが、活動実績に応じての報酬というふうなことで先

ほど説明があったんですけれども、例えば今まで農地として使われていなかった田んぼとか

畑が使われるようになったというふうなことに対しての実績でしょうか。その場合は、例え

ば農業委員なり、もしくは農地利用最適化推進委員が自分で独自に判断して、ここの土地は

どうかというふうなところで、それを農地利用を最適化させたものが、その実績として上が

るものかどうか、そこのところをちょっと確認したいんですが。 

○議長（和田寛司君） 齊藤農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（齊藤武美君） 今の質問に答えますけれども、農業委員を初め最適化

推進委員は来年の８月から９カ月となります。７月で全部改正になりますけれども、それに

対して、月額、この実績に応じて６千円あるいは成果の実績、先ほど言いました耕作放棄地

を指導してまたそれを解消した場合についても、２段構えの予算措置があります。それに対

しては１人当たり１万４千円の報酬となります。簡単に言えば、働きかけて、そしてそれを

実施した場合。この２段構えの報酬が、予算措置がされております。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） 豊田議員。 

○６番（豊田孝夫君） 大変よくわかりました。ありがとうございました。 

  以上でございます。 

○議長（和田寛司君） ほかに質疑はありませんか。 

  沢田良一議員。 

○１４番（沢田良一君） 議案113号について質問をいたします。 

  住宅用地造成事業費の中で、416万２千円、そして補正で626万３千円とありますが、この

開きが約200万、約５割近いような状態でありますが、これがどのようにこういうふうにな

ったのか、説明をお願いいたします。 

○議長（和田寛司君） 山下建設課長。 

○建設課長（山下 淳君） これは住宅の前年度の予算、前年度の繰越金プラスになったわけ

ですけれども、予算的に。それを600万を今年度に持ってきて、歳入が600万ふえたわけです



－７６－ 

けれども、それを歳出のほうに事業費として、また同じ600万、歳入歳出同じに合わせるた

めに、まず歳出に入れたんですけれども、特段これを工事をしたいとか、そういうのでのせ

たわけではないんですけれども、それをまず一般会計のほうに返す、繰り出すことになりま

す。前年度からの繰越金が600万あって、それを一般会計のほうに返してやるということで

す。事業費として使うわけではないんで、その辺を御理解いただきたいと思います。 

○議長（和田寛司君） 沢田議員。 

○１４番（沢田良一君） 私が思うには、この1,042万５千円が、まず造成費に使われるもの

と、こういうふうに思っておりましたけれども、当初の予算の416万は同じ場所を設置した

ものに対して使われたというようなことで、あとの626万３千円は返すような状態であった

というようなことでございますか。 

  わかりました。 

○議長（和田寛司君） ほかに質疑はありませんか。 

  川村浩昭議員。 

○１３番（川村浩昭君） ちょっと伺います。 

  議案114号 平成28年度五戸町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算、これは今説明あっ

たようなことと同じですか。どこか直すような感じですか。 

○議長（和田寛司君） 小村企画振興課長。 

○企画振興課長（小村一弘君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  27年度の決算で剰余金が出ました。そのため、その剰余金を本年度の会計に繰り入れしな

ければなりません。そのために、前予算を計上したものでございます。その剰余金はそのま

まケーブルテレビの積立金として、将来の改修等に使うために積立金として計上させていた

だきました。 

  以上でございます。 

○議長（和田寛司君） 川村議員。 

○１３番（川村浩昭君） すごくいいことだなと思います。 

  いずれにしても、ケーブルテレビ、防災にも活用するようにという、この間の一般質問で

もありましたけれども、その辺のところに積み立てしたのが使われるようになることもでき

るわけですよね。 

○議長（和田寛司君） 小村企画振興課長。 

○企画振興課長（小村一弘君） 今のこの積立金は、ケーブルテレビの架線等、いろいろな光



－７７－ 

ファイバーケーブルとか、施設があるわけでございますが、それらが永久の施設ではござい

ません。必ず老朽化してきます。そのために積み立てして、それらに、今のその積立金を将

来活用するわけでございますが、今の災害情報とか防災情報、総務課のほうから無線情報等

を流しておりますけれども、それはそれで別個に、これを使うわけではなく、今の施設の中

で十分に対応できますので、サービス向上のために町民の方々に、これからも防災無線情報

それから防災情報を問わず、随時情報が企画に入り次第皆様方にお知らせしてまいりたいと

考えております。あくまでも、その情報はこの積立金を使うというものではございません。

今の予算の中、サービスの中で十分対応できるものでございます。 

  以上です。 

○議長（和田寛司君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） ほかに質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております「議案第92号から議案第115号まで」の24件については、

会議規則第39条第３項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 異議なしと認めます。 

  よって、「議案第92号から議案第115号まで」の24件については、委員会の付託を省略す

ることに決定しました。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 討論なしと認めます。 

  これより「議案第92号から議案第115号まで」の24件を一括して採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  「議案第92号から議案第115号まで」の24件は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 異議なしと認めます。 
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  よって、「議案第92号から議案第115号まで」の24件は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 日程第２「議案第116号 教育委員会委員の任命」を議題といたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  本案については、会議規則第39条第３項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたい

と思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案については提案理由の説明を省略することに決定しました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております「議案第116号」については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 異議なしと認めます。 

  よって、「議案第116号」は、委員会の付託を省略することに決定しました。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（和田寛司君） 討論なしと認めます。 

  これより「議案第116号」を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  「議案第116号」は、これに同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（和田寛司君） 異議なしと認めます。 

  よって、「議案第116号」は、これに同意することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） 以上をもって、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いた

しました。 

  町長から御挨拶があります。 

  三浦町長。 

〔町長 三浦正名君 登壇〕 

○町長（三浦正名君） 五戸町議会第９回定例会の閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

  今定例会におきましては、提出いたしました諸議案につきまして、御審議をいただきまし

た結果、いずれも原案のとおり決定を賜りまして、まことにありがとうございました。 

  さて、ことしも残すところあとわずかとなりましたが、ことしは五戸町のスポーツ界にと

って画期的な年になりました。言うまでもなく、手倉森監督と太田忍選手のオリンピック出

場、そして太田忍選手の銀メダル獲得であります。 

  私の立場で評価するならば、五戸町の子供たちに、努力をすればオリンピック出場も夢で

はないという希望を与えてくれたことに大きな意味があると思っております。 

  お２人のさらなる御活躍をお祈り申し上げます。 

  一方、ことしは台風の襲来が相次ぎ、８月だけで４回も直撃あるいは接近し、岩手県ほど

ではないにしろ被害も多数発生しました。地球温暖化の影響ではないかと言われております

が、来年以降はさらに気象状況に細心の注意を払っていかなければならないと思っておりま

す。 

  最後になりますが、既に本格的な冬を迎えております。皆様方にはくれぐれも御健康に留

意され、御多幸な新年を迎えられますようお祈り申し上げまして、お礼の挨拶といたします。 

〔町長 三浦正名君 降壇〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（和田寛司君） これにて五戸町議会第９回定例会を閉会いたします。 

午前１０時３０分 閉会 



－８１－ 
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